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葛飾区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 

 

経営改革担当課   

 

１ 制定理由・内容 

文化・芸術に関する区の窓口を集約し、一元的に文化振興に取り組んでいくた

め、令和８年４月１日から教育委員会事務局生涯学習課で所掌する文化・芸術に関

する業務を地域振興部文化国際課へ移管する予定である。ついては、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第１項の規定に基づき、

教育委員会で所掌している文化に関する事務(文化財の保護に関することを除く。)

を区長が管理し、及び執行することを条例で定めるもの 

 

２ 施行予定期日 

令和８年４月１日 

議案第１２号 関係資料 

政 策 経 営 部 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 
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葛飾区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例 

 

戸籍住民課 

 

１ 廃止理由 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行による「住民基本台帳法」の一部

改正により、令和７年12月31日をもってすべての住民基本台帳カードの有効期限が

満了したことに伴い、本条例を廃止するとともに関係条例について所要の改正を行

うもの 

 

２ 関係条例 

  別紙１「葛飾区印鑑条例新旧対照表（関連部分抜粋）」のとおり 

  別紙２「葛飾区事務手数料条例新旧対照表（関連部分抜粋）」のとおり 

 

３ 施行日 

  公布の日 

議案第１３号 関係資料 

地 域 振 興 部 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 



 

葛飾区印鑑条例新旧対照表（関連部分抜粋） 
現 行 改正案 

○葛飾区印鑑条例 ○葛飾区印鑑条例 
昭和５０年３月２６日 昭和５０年３月２６日 

条例第５号 条例第５号 
東京都葛飾区印鑑条例（昭和３１年６月葛飾区条例第８

号）の全部を改正する。 
東京都葛飾区印鑑条例（昭和３１年６月葛飾区条例第８

号）の全部を改正する。 
目次 目次 
第１章 総則（第１条・第２条） 第１章 総則（第１条・第２条） 
第２章 印鑑の登録（第３条―第１６条の２） 第２章 印鑑の登録（第３条―第１６条の２） 
第３章 印鑑登録の証明（第１７条―第１９条の２） 第３章 印鑑登録の証明（第１７条―第１９条の２） 
第４章 雑則（第２０条―第２２条） 第４章 雑則（第２０条―第２２条） 
付則 付則 

第３章 印鑑登録の証明 第３章 印鑑登録の証明 
（印鑑登録の証明） （印鑑登録の証明） 

第１７条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録さ

れている印影その他の事項（登録番号及び登録年月日を除

く。）の写しについて証明する。 

第１７条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録さ

れている印影その他の事項（登録番号及び登録年月日を除

く。）の写しについて証明する。 
（昭６２条例２７・平１６条例２９・一部改正） （昭６２条例２７・平１６条例２９・一部改正） 

（印鑑登録証明の申請） （印鑑登録証明の申請） 
第１８条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録

証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により区長に申

請しなければならない。 

第１８条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録

証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により区長に申

請しなければならない。 
（平２７条例１４・一部改正） （平２７条例１４・一部改正） 

（印鑑登録証明書の交付） （印鑑登録証明書の交付） 
第１９条 区長は、前条の規定による申請があったときは、

印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を

交付するものとする。 

第１９条 区長は、前条の規定による申請があったときは、

印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を

交付するものとする。 
（平２７条例１４・一部改正） （平２７条例１４・一部改正） 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付） （多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付） 
第１９条の２ 前２条の規定にかかわらず、印鑑登録の証明

を受けようとする者は、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード（電子

署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務

に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１

項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書

が記録されたものに限る。以下「個人番号カード」という。）

又は同法第１６条の２第１項に規定する移動端末設備（同

法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者

証明用電子証明書を記録した電磁的記録媒体が組み込ま

れたものに限る。）を利用し、多機能端末機（葛飾区の情

報システムと通信回線で接続された住民票の写し（法第１

２条第１項に規定する住民票の写しをいう。）等を自動的

に交付する端末機であって、区又は民間事業者が設置した

ものをいう。）により印鑑登録証明書の交付を申請し、そ

の交付を受けることができる。 

第１９条の２ 前２条の規定にかかわらず、印鑑登録の証明

を受けようとする者は、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード（電子

署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務

に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１

項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書

が記録されたものに限る。以下「個人番号カード」という。）

又は同法第１６条の２第１項に規定する移動端末設備（同

法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者

証明用電子証明書を記録した電磁的記録媒体が組み込ま

れたものに限る。）を利用し、多機能端末機（葛飾区の情

報システムと通信回線で接続された住民票の写し（法第１

２条第１項に規定する住民票の写しをいう。）、印鑑登録

証明書その他の証明書を自動的に交付する端末機であっ

て、葛飾区又は民間事業者が設置したものをいう。）によ

り印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けること

ができる。 
（平２１条例４１・追加、平２２条例４０・平２７

条例１４・平２７条例５５・令５条例１３・一部改

正） 

（平２１条例４１・追加、平２２条例４０・平２７

条例１４・平２７条例５５・令５条例１３・一部改

正） 
付 則 付 則 

（施行期日） （施行期日） 
１ この条例は、昭和５０年１０月１日から施行する。 １ この条例は、昭和５０年１０月１日から施行する。 
（経過措置） （経過措置） 
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別紙１



 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京

都葛飾区印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている

者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の

日から昭和５１年９月３０日までの間は、なお従前の例に

よることができる。 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京

都葛飾区印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている

者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の

日から昭和５１年９月３０日までの間は、なお従前の例に

よることができる。 
３ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京

都葛飾区印鑑条例の規定により登録されている印鑑につ

いて、この条例の施行の日から昭和５１年９月３０日まで

の間に、第４条の規定により印鑑の登録を受けようとする

場合は、第７条第１号の規定は、適用しない。 

３ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京

都葛飾区印鑑条例の規定により登録されている印鑑につ

いて、この条例の施行の日から昭和５１年９月３０日まで

の間に、第４条の規定により印鑑の登録を受けようとする

場合は、第７条第１号の規定は、適用しない。 
４ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（平成２５年法律第２８号）第２０条第１項の規

定によりなお従前の例によることとされた同法第１９条

の規定による改正前の法第３０条の４４第３項の規定に

より交付された住民基本台帳カード（以下「住民基本台帳

カード」という。）は、平成２８年１月１日から同条第９

項の規定によりその効力を失う時又は住民基本台帳カー

ドの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第１７条第１項

の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれ

か早い時までの間は、個人番号カードとみなして、第１９

条の２の規定を適用する。 

 

（平２７条例５５・追加） （平２７条例５５・追加） 
 付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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葛飾区事務手数料条例新旧対照表（関連部分抜粋） 
現 行 改正案 

○葛飾区事務手数料条例 ○葛飾区事務手数料条例 
昭和３３年３月３１日 昭和３３年３月３１日 

条例第２号 条例第２号 
（趣旨） （趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条

の規定により徴収する手数料（以下「事務手数料」という。）

は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところ

による。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条

の規定により徴収する手数料（以下「事務手数料」という。）

は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところ

による。 
（昭３６条例１７・平１２条例４９・一部改正） （昭３６条例１７・平１２条例４９・一部改正） 

（事務手数料を徴収する事務等） （事務手数料を徴収する事務等） 
第２条 事務手数料を徴収する事務並びにその事務手数料

の名称、種別・単位、額及び徴収時期は、別表第１から別

表第３までのとおりとする。 

第２条 事務手数料を徴収する事務並びにその事務手数料

の名称、種別・単位、額及び徴収時期は、別表第１から別

表第３までのとおりとする。 
（平１２条例４９・全改、平２５条例１６・平２８

条例２１・一部改正） 
（平１２条例４９・全改、平２５条例１６・平２８

条例２１・一部改正） 
第３条 前条に定めるもののほか、事務手数料を徴収する事

務は、次のとおりとし、申請の際にこれを徴収する。 
第３条 前条に定めるもののほか、事務手数料を徴収する事

務は、次のとおりとし、申請の際にこれを徴収する。 
(１) 住所又は居所に関する証明 (１) 住所又は居所に関する証明 
(２) 身分又は資格に関する証明 (２) 身分又は資格に関する証明 
(３) 仮戸籍記載事項に関する証明 (３) 仮戸籍記載事項に関する証明 
(４) 印鑑登録に関する証明 (４) 印鑑登録に関する証明 
(５) 区税その他諸収入金に関する証明 (５) 区税その他諸収入金に関する証明 
(６) 納税管理人に関する証明 (６) 納税管理人に関する証明 
(７) 土地又は建物に関する証明 (７) 土地又は建物に関する証明 
(８) 漂流物又は沈没品に関する証明 (８) 漂流物又は沈没品に関する証明 
(９) 埋火葬に関する証明 (９) 埋火葬に関する証明 
(１０) 営業又は業務に関する証明 (１０) 営業又は業務に関する証明 
(１１) 文書の受理に関する証明 (１１) 文書の受理に関する証明 
(１２) 住民票その他公簿、公文書又は図面（以下「公簿

等」という。）の閲覧 
(１２) 住民票その他公簿、公文書又は図面（以下「公簿

等」という。）の閲覧 
(１３) 印鑑登録証又は公簿等の謄本若しくは抄本の交付 (１３) 印鑑登録証又は公簿等の謄本若しくは抄本の交付 
(１４) 公簿等の記載事項証明又は前号の謄本若しくは抄

本の記載事項に変更がないことの証明 
(１４) 公簿等の記載事項証明又は前号の謄本若しくは抄

本の記載事項に変更がないことの証明 
(１５) その他区長又は行政委員会において適当と認めた

事項に関する証明 
(１５) その他葛飾区長（以下「区長」という。）又は行

政委員会において適当と認めた事項に関する証明 
２ 前項の事務手数料の額は、次のとおりとする。 ２ 前項の事務手数料の額は、次のとおりとする。 

(１) 閲覧については、１回につき１００円とする。ただ

し、住民票の閲覧については、１回につき３００円とし、

住民記録一覧表の閲覧については、閲覧人１人につき閲

覧時間３０分について３，７００円（閲覧時間が３０分

を超えるごとに２，１００円を加算する。）とする。 

(１) 閲覧については、１回につき１００円とする。ただ

し、住民票の閲覧については、１回につき３００円とし、

住民記録一覧表の閲覧については、閲覧人１人につき閲

覧時間３０分について３，７００円（閲覧時間が３０分

を超えるごとに２，１００円を加算する。）とする。 
(２) 謄本又は抄本の交付及び証明については、１件につ

き３００円とする。ただし、葛飾区住民基本台帳カード

の利用に関する条例（平成２２年葛飾区条例第４０号）

第２条第２号に規定する多機能端末機（以下「多機能端

末機」という。）を利用することによる交付については、

１件につき２００円とする。 

(２) 謄本又は抄本の交付及び証明については、１件につ

き３００円とする。ただし、多機能端末機（葛飾区の情

報システムと通信回線で接続された住民票の写し（住民

基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１２条第１項

に規定する住民票の写しをいう。）、印鑑登録証明書（葛

飾区印鑑条例（昭和５０年葛飾区条例第５号）第１７条

の規定により区長が証明するものをいう。以下同じ。）

その他の証明書を自動的に交付する端末機であって、葛

飾区又は民間事業者が設置したものをいう。以下同じ。）

を利用することによる交付については、１件につき２０

０円とする。 
(３) 印鑑登録証の交付については、５０円とする。 (３) 印鑑登録証の交付については、５０円とする。 
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別紙２



 

３ 前項の規定による回数又は件数の計算については、次に

定めるところによる。 
３ 前項の規定による回数又は件数の計算については、次に

定めるところによる。 
(１) 閲覧については、閲覧人１人につき、公簿等の種類

ごとに簿冊１冊をもって１回とする。ただし、住民票の

閲覧については、閲覧人１人につき、１世帯ごとに１回

とし、その他区長の指定する公簿等の閲覧の回数の計算

については、別に定めるところによる。 

(１) 閲覧については、閲覧人１人につき、公簿等の種類

ごとに簿冊１冊をもって１回とする。ただし、住民票の

閲覧については、閲覧人１人につき、１世帯ごとに１回

とし、その他区長の指定する公簿等の閲覧の回数の計算

については、別に定めるところによる。 
(２) 謄本又は抄本の交付については、１通ごとに１件と

する。 
(２) 謄本又は抄本の交付については、１通ごとに１件と

する。 
(３) 証明については、１通につき、同一人に係る同一事

項ごとに１件とする。この場合において、区税に関する

証明にあっては１税目、土地又は建物に関する証明にあ

っては１筆又は１棟をそれぞれ１事項として件数を計

算するものとする。ただし、区税に関する証明を除き、

本籍又は住所を同じくする家族の同一事項に関する証

明は、人数にかかわらず１通ごとに１件とする。 

(３) 証明については、１通につき、同一人に係る同一事

項ごとに１件とする。この場合において、区税に関する

証明にあっては１税目、土地又は建物に関する証明にあ

っては１筆又は１棟をそれぞれ１事項として件数を計

算するものとする。ただし、区税に関する証明を除き、

本籍又は住所を同じくする家族の同一事項に関する証

明は、人数にかかわらず１通ごとに１件とする。 
（昭５１条例１４・昭５１条例４３・昭５２条例３

４・昭５８条例３９・昭６２条例８・平９条例９・

平１２条例４９・平１５条例４６・平２１条例４

１・平２２条例４０・平２７条例１３・令６条例２

１・一部改正） 

（昭５１条例１４・昭５１条例４３・昭５２条例３

４・昭５８条例３９・昭６２条例８・平９条例９・

平１２条例４９・平１５条例４６・平２１条例４

１・平２２条例４０・平２７条例１３・令６条例２

１・一部改正） 
 付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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葛飾区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

総務課   

 

１ 改正理由 

個人番号を利用することができる事務に、住登外者宛名番号管理機能を用いた住

登外者の情報の管理に関する事務を追加するほか、所要の改正をするもの 

 

２ 概要 

（１）個人番号を利用することができる事務に、住登外者宛名番号管理機能を用い

た住登外者の情報の管理に関する事務を追加すること。 

（２）小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務等を処理するために利用するこ

とができる特定個人情報に住登外者宛名情報を追加すること。 

（３）障害児福祉手当等の支給に関する事務等を処理するために利用することがで

きる特定個人情報に施設入所情報を追加すること。 

（４）区長が生活保護法による保護の決定等に関する事務等を処理する際に教育委

員会が提供することができる特定個人情報に住登外者宛名情報を追加すること。 

（５）教育委員会が就学の援助に関する事務等を処理する際に区長が提供すること

ができる特定個人情報に住登外者宛名情報を追加すること。 

    

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

４ 施行日 

公布の日 

 

議案第１４号 関係資料 

総    務    部 

令和８年３月１８日 
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葛飾区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例新旧対照表 
現 行 改正案 

○葛飾区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例 
○葛飾区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例 
平成２７年１０月１６日 平成２７年１０月１６日 

条例第３４号 条例第３４号 
（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「法」という。）第９条第２項の規定に基づく

個人番号の利用及び法第１９条第１１号の規定に基づく

特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「法」という。）第９条第２項の規定に基づく

個人番号の利用及び法第１９条第１１号の規定に基づく

特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとす

る。 
（平２９条例４・令３条例２８・一部改正） （平２９条例４・令３条例２８・一部改正） 

（定義） （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 
(１) 個人情報 法第２条第３項に規定する個人情報をい

う。 
(１) 個人情報 法第２条第３項に規定する個人情報をい

う。 
(２) 実施機関 葛飾区個人情報の保護に関する法律施行

条例（令和５年葛飾区条例第２号）第２条第１項に規定

する区の機関及び葛飾区議会をいう。 

(２) 実施機関 葛飾区個人情報の保護に関する法律施行

条例（令和５年葛飾区条例第２号）第２条第１項に規定

する区の機関及び葛飾区議会をいう。 
(３) 個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をい

う。 
(３) 個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をい

う。 
(４) 特定個人情報 法第２条第９項に規定する特定個人

情報をいう。 
(４) 特定個人情報 法第２条第９項に規定する特定個人

情報をいう。 
(５) 特定個人情報ファイル 法第２条第１０項に規定す

る特定個人情報ファイルをいう。 
(５) 特定個人情報ファイル 法第２条第１０項に規定す

る特定個人情報ファイルをいう。 
(６) 個人番号利用事務実施者 法第２条第１３項に規定

する個人番号利用事務実施者をいう。 
(６) 個人番号利用事務実施者 法第２条第１３項に規定

する個人番号利用事務実施者をいう。 
(７) 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１５項

に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。 
(７) 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１５項

に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。 
(８) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定す

る特定個人番号利用事務をいう。 
(８) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定す

る特定個人番号利用事務をいう。 
(９) 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利

用特定個人情報をいう。 
(９) 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利

用特定個人情報をいう。 
（平３０条例２７・令５条例２・令６条例６・令７

条例６・一部改正） 
（平３０条例２７・令５条例２・令６条例６・令７

条例６・一部改正） 
（区の責務） （区の責務） 

第３条 葛飾区は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を

講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主

体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。 

第３条 葛飾区は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を

講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主

体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。 
（個人番号の利用範囲） （個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の葛飾区条例で定める事務は、別表

第１のとおりとし、同表の左欄に掲げる実施機関は、同表

の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情

報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理

するために必要な限度で個人番号を利用することができ

る。 

第４条 法第９条第２項の葛飾区条例で定める事務は、別表

第１のとおりとし、同表の左欄に掲げる実施機関は、同表

の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情

報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理

するために必要な限度で個人番号を利用することができ

る。 
２ 別表第２の左欄に掲げる実施機関は、同表の中欄に掲げ

る事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げ

る特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを

利用することができる。ただし、法第１９条第８号又は第

９号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用

して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報

２ 別表第２の左欄に掲げる実施機関は、同表の中欄に掲げ

る事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げ

る特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを

利用することができる。ただし、法第１９条第８号又は第

９号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用

して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報
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の提供を受ける場合は、この限りでない。 の提供を受ける場合は、この限りでない。 
３ 実施機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必

要な限度で、利用特定個人情報であって自ら保有するもの

を利用することができる。ただし、法第１９条第８号又は

第９号の規定により情報提供ネットワークシステムを使

用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個

人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。 

３ 実施機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必

要な限度で、利用特定個人情報であって自ら保有するもの

を利用することができる。ただし、法第１９条第８号又は

第９号の規定により情報提供ネットワークシステムを使

用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個

人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。 
４ 第２項本文又は前項本文の規定による特定個人情報の

利用ができる場合において、他の葛飾区条例、実施機関の

規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一

の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられていると

きは、当該書面の提出があったものとみなすことができ

る。 

４ 第２項本文又は前項本文の規定による特定個人情報の

利用ができる場合において、他の葛飾区条例、実施機関の

規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一

の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられていると

きは、当該書面の提出があったものとみなすことができ

る。 
（平２７条例４８・平２９条例４・平３０条例２

７・令３条例２８・令６条例６・一部改正） 
（平２７条例４８・平２９条例４・平３０条例２

７・令３条例２８・令６条例６・一部改正） 
（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１１号の規定により葛飾区条例で定

める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第

３の第１欄に掲げる実施機関が、同表の第３欄に掲げる実

施機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理するため

に必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求

めた場合において、同表の第３欄に掲げる実施機関が当該

特定個人情報を提供するときとする。 

第５条 法第１９条第１１号の規定により葛飾区条例で定

める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第

３の第１欄に掲げる実施機関が、同表の第３欄に掲げる実

施機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理するため

に必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求

めた場合において、同表の第３欄に掲げる実施機関が当該

特定個人情報を提供するときとする。 
２ 前項の規定による特定個人情報の提供ができる場合に

おいて、他の葛飾区条例、実施機関の規則その他の規程の

規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む

書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出

があったものとみなすことができる。 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供ができる場合に

おいて、他の葛飾区条例、実施機関の規則その他の規程の

規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む

書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出

があったものとみなすことができる。 
（平２７条例４８・平２９条例４・平３０条例２

７・令３条例２８・一部改正） 
（平２７条例４８・平２９条例４・平３０条例２

７・令３条例２８・一部改正） 
（委任） （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別

に定める。 
第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別

に定める。 
（平３０条例２７・一部改正） （平３０条例２７・一部改正） 

付 則 付 則 
この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 

付 則（平成２７年１２月１４日条例第４８号） 付 則（平成２７年１２月１４日条例第４８号） 
この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 

付 則（平成２８年６月２２日条例第３５号） 付 則（平成２８年６月２２日条例第３５号） 
この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、

別表第２の４の項、１１の項、２２の項、２５の項、２９の

項、３４の項、３５の項、４２の項、４６の項及び４７の項

の改正規定は、公布の日から施行する。 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、

別表第２の４の項、１１の項、２２の項、２５の項、２９の

項、３４の項、３５の項、４２の項、４６の項及び４７の項

の改正規定は、公布の日から施行する。 
付 則（平成２８年１２月１５日条例第５２号） 付 則（平成２８年１２月１５日条例第５２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 
付 則（平成２９年３月２７日条例第４号） 付 則（平成２９年３月２７日条例第４号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、

第１条の改正規定、第４条第２項ただし書及び第３項ただし

書の改正規定、第５条第１項の改正規定、別表第２の２４の

項の次に１項を加える改正規定並びに同表２８の３の項を

同表２８の４の項とし、同表２８の２の項を同表２８の３の

項とし、同表２８の項の次に１項を加える改正規定は、同年

５月３０日から施行する。 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、

第１条の改正規定、第４条第２項ただし書及び第３項ただし

書の改正規定、第５条第１項の改正規定、別表第２の２４の

項の次に１項を加える改正規定並びに同表２８の３の項を

同表２８の４の項とし、同表２８の２の項を同表２８の３の

項とし、同表２８の項の次に１項を加える改正規定は、同年

５月３０日から施行する。 
付 則（平成３０年６月２８日条例第２７号）抄 付 則（平成３０年６月２８日条例第２７号）抄 

（施行期日） （施行期日） 
１ この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 １ この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 

付 則（平成３１年３月２８日条例第６号） 付 則（平成３１年３月２８日条例第６号） 
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この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
付 則（令和元年１２月１６日条例第５３号） 付 則（令和元年１２月１６日条例第５３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 
付 則（令和２年１０月１４日条例第２４号） 付 則（令和２年１０月１４日条例第２４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 
付 則（令和３年３月２６日条例第５号）抄 付 則（令和３年３月２６日条例第５号）抄 

（施行期日） （施行期日） 
１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 １ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年１２月１６日条例第２８号） 付 則（令和３年１２月１６日条例第２８号） 
この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（令和４年１０月１３日条例第３２号） 付 則（令和４年１０月１３日条例第３２号） 
この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（令和５年２月２８日条例第２号）抄 付 則（令和５年２月２８日条例第２号）抄 
（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
付 則（令和５年６月２２日条例第４１号） 付 則（令和５年６月２２日条例第４１号） 

この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 
付 則（令和６年３月２７日条例第６号） 付 則（令和６年３月２７日条例第６号） 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和

５年法律第４８号）の施行の日又はこの条例の公布の日のい

ずれか遅い日から施行する。 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和

５年法律第４８号）の施行の日又はこの条例の公布の日のい

ずれか遅い日から施行する。 
付 則（令和６年１０月１０日条例第２６号） 付 則（令和６年１０月１０日条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 
付 則（令和７年３月２７日条例第６号） 付 則（令和７年３月２７日条例第６号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
  付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

（平２７条例４８・平２８条例３５・平２９条例

４・平３０条例２７・令元条例５３・令２条例２４・

令３条例５・令３条例２８・一部改正） 

（平２７条例４８・平２８条例３５・平２９条例

４・平３０条例２７・令元条例５３・令２条例２４・

令３条例５・令３条例２８・一部改正） 
実施機関 事務 
１ 葛飾

区長（以

下「区

長」とい

う。） 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による

保育所等の利用の調整又は要請に関する事務であ

って葛飾区規則（以下「規則」という。）で定め

るもの 

１の２ 

区長 
介護保険法（平成９年法律第１２３号）による費

用の負担に関する事務であって規則で定めるもの 
１の２の

２ 区

長 

葛飾区心身障害者福祉手当条例（昭和４９年葛飾

区条例第３４号）による心身障害者福祉手当の支

給に関する事務であって規則で定めるもの 
１の３ 

区長 
葛飾区難病患者福祉手当条例（昭和５３年葛飾区

条例第３号）による難病患者福祉手当の支給に関

する事務であって規則で定めるもの 
２ 区長 葛飾区生業資金貸付条例を廃止する条例（令和３

年葛飾区条例第５号）付則第２項の規定によりな

お従前の例によることとされる資金の貸付けに関

する事務であって規則で定めるもの 
３ 区長 葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付条例

（昭和４０年葛飾区条例第１８号）による資金の

貸付けに関する事務であって規則で定めるもの 
４ 削除  
５ 区長 葛飾区児童育成手当条例（昭和４６年葛飾区条例

第２８号）による児童育成手当の支給に関する事

実施機関 事務 
１ 葛飾

区長（以

下「区

長」とい

う。） 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による

保育所等の利用の調整又は要請に関する事務であ

って葛飾区規則（以下「規則」という。）で定め

るもの 

１の２ 

区長 
介護保険法（平成９年法律第１２３号）による費

用の負担に関する事務であって規則で定めるもの 
１の２の

２ 区

長 

葛飾区心身障害者福祉手当条例（昭和４９年葛飾

区条例第３４号）による心身障害者福祉手当の支

給に関する事務であって規則で定めるもの 
１の３ 

区長 
葛飾区難病患者福祉手当条例（昭和５３年葛飾区

条例第３号）による難病患者福祉手当の支給に関

する事務であって規則で定めるもの 
２ 区長 葛飾区生業資金貸付条例を廃止する条例（令和３

年葛飾区条例第５号）付則第２項の規定によりな

お従前の例によることとされる資金の貸付けに関

する事務であって規則で定めるもの 
３ 区長 葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付条例

（昭和４０年葛飾区条例第１８号）による資金の

貸付けに関する事務であって規則で定めるもの 
４ 削除  
５ 区長 葛飾区児童育成手当条例（昭和４６年葛飾区条例

第２８号）による児童育成手当の支給に関する事
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務であって規則で定めるもの 
６ 区長 葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条

例（平成元年葛飾区条例第３９号）による医療費

の助成に関する事務であって規則で定めるもの 
７ 区長 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例（平成

５年葛飾区条例第３９号）による医療費の助成に

関する事務であって規則で定めるもの 
８ 区長 葛飾区学童保育クラブ条例（昭和５２年葛飾区条

例第１６号）による使用料の徴収に関する事務で

あって規則で定めるもの 
９ 区長 葛飾区奨学資金貸付条例（昭和３２年葛飾区条例

第２号）による学資金の貸付けに関する事務であ

って規則で定めるもの 
１０ 区

長 
葛飾区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例（平

成１６年葛飾区条例第３９号）付則第２項の規定

によりなお従前の例によることとされる資金の貸

付けに関する事務であって規則で定めるもの 
１０の２

 区長 
特別区における東京都の事務処理の特例に関する

条例（平成１１年東京都条例第１０６号）により

葛飾区が処理することとされる心身障害者の医療

費の助成に関する条例（昭和４９年東京都条例第

２０号）による医療費の助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの 
１１ 区

長 
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による

被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）による支援給付を受ける者等の自立の促進に

関する事務であって規則で定めるもの 
１２ 区

長 
生活に困窮する外国人に対する生活保護に関する

事務であって規則で定めるもの 
１２の２

 区長 
重度心身障害者、重度心身障害児又は難病患者等

に対する日常生活用具の給付等に関する事務であ

って規則で定めるもの 
１２の３

 区長 
重度身体障害者、重度身体障害児又は難病患者等

に対する住宅設備改善費の給付に関する事務であ

って規則で定めるもの 
１２の４

 区長 
後期高齢者医療の被保険者の葬祭を行う者に対す

る高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年

法律第８０号）による葬祭費に付加する給付金の

支給に関する事務であって規則で定めるもの 
１３ 区

長 
低所得者に対する介護保険法による保険給付に係

る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則

で定めるもの 
１４ 区

長 
配偶者等の暴力からの避難等に係る一時保護に関

する事務であって規則で定めるもの 
１５ 区

長 
ひとり親家庭等に対する就労支援に関する事務で

あって規則で定めるもの 
１６ 区

長 
私立幼稚園等の園児の保護者に対する補助金の交

付に関する事務であって規則で定めるもの 
１７ 区

長 
小児に対する任意の予防接種の実施に関する事務

であって規則で定めるもの 
１７の２

 区長 
小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給

付に関する事務であって規則で定めるもの 
 
 

務であって規則で定めるもの 
６ 区長 葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条

例（平成元年葛飾区条例第３９号）による医療費

の助成に関する事務であって規則で定めるもの 
７ 区長 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例（平成

５年葛飾区条例第３９号）による医療費の助成に

関する事務であって規則で定めるもの 
８ 区長 葛飾区学童保育クラブ条例（昭和５２年葛飾区条

例第１６号）による使用料の徴収に関する事務で

あって規則で定めるもの 
９ 区長 葛飾区奨学資金貸付条例（昭和３２年葛飾区条例

第２号）による学資金の貸付けに関する事務であ

って規則で定めるもの 
１０ 区

長 
葛飾区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例（平

成１６年葛飾区条例第３９号）付則第２項の規定

によりなお従前の例によることとされる資金の貸

付けに関する事務であって規則で定めるもの 
１０の２

 区長 
特別区における東京都の事務処理の特例に関する

条例（平成１１年東京都条例第１０６号）により

葛飾区が処理することとされる心身障害者の医療

費の助成に関する条例（昭和４９年東京都条例第

２０号）による医療費の助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの 
１１ 区

長 
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による

被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）による支援給付を受ける者等の自立の促進に

関する事務であって規則で定めるもの 
１２ 区

長 
生活に困窮する外国人に対する生活保護に関する

事務であって規則で定めるもの 
１２の２

 区長 
重度心身障害者、重度心身障害児又は難病患者等

に対する日常生活用具の給付等に関する事務であ

って規則で定めるもの 
１２の３

 区長 
重度身体障害者、重度身体障害児又は難病患者等

に対する住宅設備改善費の給付に関する事務であ

って規則で定めるもの 
１２の４

 区長 
後期高齢者医療の被保険者の葬祭を行う者に対す

る高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年

法律第８０号）による葬祭費に付加する給付金の

支給に関する事務であって規則で定めるもの 
１３ 区

長 
低所得者に対する介護保険法による保険給付に係

る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則

で定めるもの 
１４ 区

長 
配偶者等の暴力からの避難等に係る一時保護に関

する事務であって規則で定めるもの 
１５ 区

長 
ひとり親家庭等に対する就労支援に関する事務で

あって規則で定めるもの 
１６ 区

長 
私立幼稚園等の園児の保護者に対する補助金の交

付に関する事務であって規則で定めるもの 
１７ 区

長 
小児に対する任意の予防接種の実施に関する事務

であって規則で定めるもの 
１７の２

 区長 
小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給

付に関する事務であって規則で定めるもの 
１７の３

 区長 

住登外者宛名番号管理機能（住登外者（葛飾区の

住民基本台帳に記録されていない者であって、葛
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１８ 葛

飾区教

育委員

会（以下

「教育

委員会」

とい

う。） 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による就

学の援助に関する事務であって葛飾区教育委員会

規則（以下「教育委員会規則」という。）で定め

るもの 
 
 
 
 

 

 飾区民とは別に管理しておく必要があるものをい

う。以下同じ。）を識別するための番号を付し、

当該者の情報を管理する機能をいう。以下同じ。）

による住登外者の情報の管理に関する事務であっ

て規則で定めるもの 
１８ 葛

飾区教

育委員

会（以下

「教育

委員会」

とい

う。） 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による就

学の援助に関する事務であって葛飾区教育委員会

規則（以下「教育委員会規則」という。）で定め

るもの 

１９ 教

育委員

会 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報

の管理に関する事務であって教育委員会規則で定

めるもの 
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 
（平２７条例４８・追加、平２８条例３５・平２８

条例５２・平２９条例４・平３０条例２７・平３１

条例６・令元条例５３・令２条例２４・令３条例５・

令３条例２８・令４条例３２・令５条例４１・令６

条例２６・一部改正） 

（平２７条例４８・追加、平２８条例３５・平２８

条例５２・平２９条例４・平３０条例２７・平３１

条例６・令元条例５３・令２条例２４・令３条例５・

令３条例２８・令４条例３２・令５条例４１・令６

条例２６・一部改正） 
実施機

関 
事務 特定個人情報 

１ 区

長 
児童福祉法による小児慢

性特定疾病医療費の支給

に関する事務であって規

則で定めるもの 

住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第７条に

規定する事項、同法第３０

条の４５に規定する外国

人住民に係る住民票の記

載事項若しくは住民基本

台帳法施行令（昭和４２年

政令第２９２号）第１３条

第１項若しくは第２項の

規定による住民票の記載

事項に関する情報（以下

「住民票関係情報」とい

う。）、生活に困窮する外

国人に対する生活保護に

関する情報（以下「外国人

生活保護関係情報」とい

う。）又は被害者等支援関

係情報（配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護

等に関する法律（平成１３

年法律第３１号）による被

害者に対する支援、ストー

カー行為等の規制等に関

する法律（平成１２年法律

第８１号）によるストーカ

ー行為等の相手方に対す

る支援、児童虐待の防止等

に関する法律（平成１２年

法律第８２号）による児童

虐待を受けた児童に対す

る支援及び生命若しくは

身体に危害を受けている

実施機

関 
事務 特定個人情報 

１ 区

長 
児童福祉法による小児慢

性特定疾病医療費の支給

に関する事務であって規

則で定めるもの 

住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第７条に

規定する事項、同法第３０

条の４５に規定する外国

人住民に係る住民票の記

載事項若しくは住民基本

台帳法施行令（昭和４２年

政令第２９２号）第１３条

第１項若しくは第２項の

規定による住民票の記載

事項に関する情報（以下

「住民票関係情報」とい

う。）、生活に困窮する外

国人に対する生活保護に

関する情報（以下「外国人

生活保護関係情報」とい

う。）、被害者等支援関係

情報（配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等

に関する法律（平成１３年

法律第３１号）による被害

者に対する支援、ストーカ

ー行為等の規制等に関す

る法律（平成１２年法律第

８１号）によるストーカー

行為等の相手方に対する

支援、児童虐待の防止等に

関する法律（平成１２年法

律第８２号）による児童虐

待を受けた児童に対する

支援及び生命若しくは身

体に危害を受けている事
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事実が確認でき、かつ、更

に危害を受けるおそれが

あるとして区長が支援を

する必要があると認める

者に対する当該支援に関

する情報をいう。以下同

じ。）であって規則で定め

るもの 
 
 
 
 

１の２

 区

長 

児童福祉法による障害児

通所給付費、特例障害児通

所給付費若しくは高額障

害児通所給付費の支給又

は障害福祉サービスの提

供に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）その他の地方

税に関する法律に基づく

条例の規定により算定し

た税額若しくはその算定

の基礎となる事項に関す

る情報（以下「地方税関係

情報」という。）、住民票

関係情報、外国人生活保護

関係情報又は被害者等支

援関係情報であって規則

で定めるもの 
 

２ 区

長 
児童福祉法による障害児

相談支援給付費又は特例

障害児相談支援給付費の

支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

住民票関係情報又は被害

者等支援関係情報であっ

て規則で定めるもの 

３ 区

長 
児童福祉法による肢体不

自由児通所医療費の支給

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護法による

保護の実施若しくは就労

自立給付金の支給に関す

る情報（以下「生活保護関

係情報」という。）、中国

残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に

関する法律による支援給

付若しくは配偶者支援金

の支給に関する情報（以下

「中国残留邦人等支援給

付等関係情報」という。）、

外国人生活保護関係情報

又は被害者等支援関係情

報であって規則で定める

もの 
４ 区

長 
児童福祉法による保育所

における保育の実施若し

くは措置又は費用の徴収

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険法による

保険給付の支給、地域支援

事業の実施若しくは保険

料の徴収に関する情報（以

下「介護保険給付等関係情

報」という。）、生活保護

実が確認でき、かつ、更に

危害を受けるおそれがあ

るとして区長が支援をす

る必要があると認める者

に対する当該支援に関す

る情報をいう。以下同じ。）

又は住登外者宛名番号管

理機能による住登外者の

情報の管理に関する情報

（以下「住登外者宛名情

報」という。）であって規

則で定めるもの 
１の２

 区

長 

児童福祉法による障害児

通所給付費、特例障害児通

所給付費若しくは高額障

害児通所給付費の支給又

は障害福祉サービスの提

供に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）その他の地方

税に関する法律に基づく

条例の規定により算定し

た税額若しくはその算定

の基礎となる事項に関す

る情報（以下「地方税関係

情報」という。）、住民票

関係情報、外国人生活保護

関係情報、被害者等支援関

係情報又は住登外者宛名

情報であって規則で定め

るもの 
２ 区

長 
児童福祉法による障害児

相談支援給付費又は特例

障害児相談支援給付費の

支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

住民票関係情報、被害者等

支援関係情報又は住登外

者宛名情報であって規則

で定めるもの 

３ 区

長 
児童福祉法による肢体不

自由児通所医療費の支給

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護法による

保護の実施若しくは就労

自立給付金の支給に関す

る情報（以下「生活保護関

係情報」という。）、中国

残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に

関する法律による支援給

付若しくは配偶者支援金

の支給に関する情報（以下

「中国残留邦人等支援給

付等関係情報」という。）、

外国人生活保護関係情報、

被害者等支援関係情報又

は住登外者宛名情報であ

って規則で定めるもの 
４ 区

長 
児童福祉法による保育所

における保育の実施若し

くは措置又は費用の徴収

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険法による

保険給付の支給、地域支援

事業の実施若しくは保険

料の徴収に関する情報（以

下「介護保険給付等関係情

報」という。）、生活保護
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関係情報、中国残留邦人等

支援給付等関係情報、外国

人生活保護関係情報、身体

障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）による身

体障害者手帳、精神保健及

び精神障害者福祉に関す

る法律（昭和２５年法律第

１２３号）による精神障害

者保健福祉手帳若しくは

知的障害者福祉法（昭和３

５年法律第３７号）にいう

知的障害者に関する情報

（以下「障害者関係情報」

という。）、児童福祉法に

よる保育所における保育

の実施若しくは措置若し

くは費用の徴収に関する

情報又は被害者等支援関

係情報であって規則で定

めるもの 
 

５ 区

長 
児童福祉法による助産施

設における助産の実施又

は母子生活支援施設にお

ける保護の実施に関する

事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、児童扶養手

当法（昭和３６年法律第２

３８号）による児童扶養手

当の支給に関する情報（以

下「児童扶養手当関係情

報」という。）、特別児童

扶養手当等の支給に関す

る法律（昭和３９年法律第

１３４号）による特別児童

扶養手当の支給に関する

情報（以下「特別児童扶養

手当関係情報」という。）、

障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年

法律第１２３号）による自

立支援給付の支給に関す

る情報、障害者関係情報、

児童福祉法による障害児

通所支援に関する情報、児

童福祉法による被措置児

童等に関する情報又は被

害者等支援関係情報であ

って規則で定めるもの 
 

６ 区

長 
予防接種法（昭和２３年法

律第６８号）による予防接

種の実施に関する事務で

あって規則で定めるもの 

住民票関係情報又は被害

者等支援関係情報であっ

て規則で定めるもの 

７ 区予防接種法による給付の 住民票関係情報、特別児童

関係情報、中国残留邦人等

支援給付等関係情報、外国

人生活保護関係情報、身体

障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）による身

体障害者手帳、精神保健及

び精神障害者福祉に関す

る法律（昭和２５年法律第

１２３号）による精神障害

者保健福祉手帳若しくは

知的障害者福祉法（昭和３

５年法律第３７号）にいう

知的障害者に関する情報

（以下「障害者関係情報」

という。）、児童福祉法に

よる保育所における保育

の実施若しくは措置若し

くは費用の徴収に関する

情報、被害者等支援関係情

報又は住登外者宛名情報

であって規則で定めるも

の 
５ 区

長 
児童福祉法による助産施

設における助産の実施又

は母子生活支援施設にお

ける保護の実施に関する

事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、児童扶養手

当法（昭和３６年法律第２

３８号）による児童扶養手

当の支給に関する情報（以

下「児童扶養手当関係情

報」という。）、特別児童

扶養手当等の支給に関す

る法律（昭和３９年法律第

１３４号）による特別児童

扶養手当の支給に関する

情報（以下「特別児童扶養

手当関係情報」という。）、

障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年

法律第１２３号）による自

立支援給付の支給に関す

る情報、障害者関係情報、

児童福祉法による障害児

通所支援に関する情報、児

童福祉法による被措置児

童等に関する情報、被害者

等支援関係情報又は住登

外者宛名情報であって規

則で定めるもの 
６ 区

長 
予防接種法（昭和２３年法

律第６８号）による予防接

種の実施に関する事務で

あって規則で定めるもの 

住民票関係情報、被害者等

支援関係情報又は住登外

者宛名情報であって規則

で定めるもの 
７ 区予防接種法による給付の 住民票関係情報、特別児童
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長 支給又は実費の徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの 

扶養手当関係情報、特別児

童扶養手当等の支給に関

する法律による障害児福

祉手当若しくは特別障害

者手当の支給に関する情

報、外国人生活保護関係情

報又は被害者等支援関係

情報であって規則で定め

るもの 
８ 区

長 
身体障害者福祉法による

身体障害者手帳の交付に

係る経由に関する事務で

あって規則で定めるもの 

住民票関係情報又は被害

者等支援関係情報であっ

て規則で定めるもの 

９ 区

長 
身体障害者福祉法による

障害福祉サービス、障害者

支援施設等への入所等の

措置又は費用の徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、外国人生活保護関

係情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 

１０ 

区長 
精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律による

精神障害者保健福祉手帳

の交付に係る経由に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

住民票関係情報又は被害

者等支援関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１１ 

区長 
生活保護法による保護の

決定及び実施、就労自立給

付金若しくは進学・就職準

備給付金の支給、保護に要

する費用の返還又は徴収

金の徴収に関する事務で

あって規則で定めるもの 

住民票関係情報、児童福祉

法による助産施設におけ

る助産の実施若しくは母

子生活支援施設における

保護の実施に関する情報、

葛飾区心身障害者福祉手

当条例による心身障害者

福祉手当の支給に関する

情報（以下「心身障害者福

祉手当関係情報」とい

う。）、葛飾区難病患者福

祉手当条例による難病患

者福祉手当の支給に関す

る情報（以下「難病患者福

祉手当関係情報」とい

う。）、葛飾区児童育成手

当条例による児童育成手

当の支給に関する情報（以

下「児童育成手当関係情

報」という。）、生活保護

法による被保護者、中国残

留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関

する法律による支援給付

を受ける者等の自立の促

進に関する情報、外国人生

活保護関係情報又は被害

者等支援関係情報であっ

て規則で定めるもの 

長 支給又は実費の徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの 

扶養手当関係情報、特別児

童扶養手当等の支給に関

する法律による障害児福

祉手当若しくは特別障害

者手当の支給に関する情

報、外国人生活保護関係情

報、被害者等支援関係情報

又は住登外者宛名情報で

あって規則で定めるもの 
８ 区

長 
身体障害者福祉法による

身体障害者手帳の交付に

係る経由に関する事務で

あって規則で定めるもの 

住民票関係情報、被害者等

支援関係情報又は住登外

者宛名情報であって規則

で定めるもの 
９ 区

長 
身体障害者福祉法による

障害福祉サービス、障害者

支援施設等への入所等の

措置又は費用の徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、外国人生活保護関

係情報、被害者等支援関係

情報又は住登外者宛名情

報であって規則で定める

もの 
１０ 

区長 
精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律による

精神障害者保健福祉手帳

の交付に係る経由に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

住民票関係情報、被害者等

支援関係情報又は住登外

者宛名情報であって規則

で定めるもの 

１１ 

区長 
生活保護法による保護の

決定及び実施、就労自立給

付金若しくは進学・就職準

備給付金の支給、保護に要

する費用の返還又は徴収

金の徴収に関する事務で

あって規則で定めるもの 

住民票関係情報、児童福祉

法による助産施設におけ

る助産の実施若しくは母

子生活支援施設における

保護の実施に関する情報、

葛飾区心身障害者福祉手

当条例による心身障害者

福祉手当の支給に関する

情報（以下「心身障害者福

祉手当関係情報」とい

う。）、葛飾区難病患者福

祉手当条例による難病患

者福祉手当の支給に関す

る情報（以下「難病患者福

祉手当関係情報」とい

う。）、葛飾区児童育成手

当条例による児童育成手

当の支給に関する情報（以

下「児童育成手当関係情

報」という。）、生活保護

法による被保護者、中国残

留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関

する法律による支援給付

を受ける者等の自立の促

進に関する情報、外国人生

活保護関係情報、被害者等

支援関係情報又は住登外

者宛名情報であって規則
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１２ 

区長 
地方税法その他の地方税

に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例によ

る地方税の賦課徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 
 

１３ 

区長 
公営住宅法（昭和２６年法

律第１９３号）による公営

住宅（同法第２条第２号に

規定する公営住宅をいう。

以下同じ。）の管理に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

住民票関係情報、生活保護

関係情報、中国残留邦人等

支援給付等関係情報、外国

人生活保護関係情報又は

公営住宅法による公営住

宅の管理に関する情報で

あって規則で定めるもの 
１４ 

区長 
国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）による

保険給付の支給又は保険

料の徴収に関する事務で

あって規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、国民健康保険法若

しくは高齢者の医療の確

保に関する法律による医

療に関する給付の支給若

しくは保険料の徴収に関

する情報（以下「医療保険

給付関係情報」という。）、

介護保険給付等関係情報、

生活保護関係情報、中国残

留邦人等支援給付等関係

情報、外国人生活保護関係

情報、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支

援するための法律による

障害福祉サービスの提供

に関する情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 
 

１４の

２ 

区長 

国民年金法（昭和３４年法

律第１４１号）による年金

である給付若しくは一時

金の支給、保険料の徴収、

加入員の資格の取得及び

喪失に関する事項の届出、

保険料の免除又は保険料

の納付に関する処分に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、医療保険給付関係

情報、生活保護関係情報、

中国残留邦人等支援給付

等関係情報、外国人生活保

護関係情報又は被害者等

支援関係情報であって規

則で定めるもの 

１５ 

区長 
知的障害者福祉法による

障害福祉サービス、障害者

支援施設等への入所等の

措置又は費用の徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、外国人生活保護関

係情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 

１６ 

区長 
住宅地区改良法（昭和３５

年法律第８４号）による改

良住宅（同法第２条第６項

に規定する改良住宅をい

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

で定めるもの 
１２ 

区長 
地方税法その他の地方税

に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例によ

る地方税の賦課徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 
１３ 

区長 
公営住宅法（昭和２６年法

律第１９３号）による公営

住宅（同法第２条第２号に

規定する公営住宅をいう。

以下同じ。）の管理に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

住民票関係情報、生活保護

関係情報、中国残留邦人等

支援給付等関係情報、外国

人生活保護関係情報又は

公営住宅法による公営住

宅の管理に関する情報で

あって規則で定めるもの 
１４ 

区長 
国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）による

保険給付の支給又は保険

料の徴収に関する事務で

あって規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、国民健康保険法若

しくは高齢者の医療の確

保に関する法律による医

療に関する給付の支給若

しくは保険料の徴収に関

する情報（以下「医療保険

給付関係情報」という。）、

介護保険給付等関係情報、

生活保護関係情報、中国残

留邦人等支援給付等関係

情報、外国人生活保護関係

情報、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支

援するための法律による

障害福祉サービスの提供

に関する情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 
１４の

２ 

区長 

国民年金法（昭和３４年法

律第１４１号）による年金

である給付若しくは一時

金の支給、保険料の徴収、

加入員の資格の取得及び

喪失に関する事項の届出、

保険料の免除又は保険料

の納付に関する処分に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、医療保険給付関係

情報、生活保護関係情報、

中国残留邦人等支援給付

等関係情報、外国人生活保

護関係情報、被害者等支援

関係情報又は住登外者宛

名情報であって規則で定

めるもの 

１５ 

区長 
知的障害者福祉法による

障害福祉サービス、障害者

支援施設等への入所等の

措置又は費用の徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、外国人生活保護関

係情報、被害者等支援関係

情報又は住登外者宛名情

報であって規則で定める

もの 
１６ 

区長 
住宅地区改良法（昭和３５

年法律第８４号）による改

良住宅（同法第２条第６項

に規定する改良住宅をい

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 
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う。）の管理若しくは家賃

若しくは敷金の決定若し

くは変更又は収入超過者

に対する措置に関する事

務であって規則で定める

もの 
１７ 

区長 
児童扶養手当法による児

童扶養手当の支給に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 
 

１８ 

区長 
老人福祉法（昭和３８年法

律第１３３号）による福祉

の措置又は費用の徴収に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、中国残留邦人等支

援給付等関係情報、外国人

生活保護関係情報又は被

害者等支援関係情報であ

って規則で定めるもの 
 

１９ 

区長 
母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和３９年法律第

１２９号）による給付金の

支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 
 

２０ 

区長 
特別児童扶養手当等の支

給に関する法律による特

別児童扶養手当の支給に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 

２１ 

区長 
特別児童扶養手当等の支

給に関する法律による障

害児福祉手当若しくは特

別障害者手当又は国民年

金法等の一部を改正する

法律（昭和６０年法律第３

４号）附則第９７条第１項

の福祉手当の支給に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２１の

２ 

母子保健法（昭和４０年法

律第１４１号）による保健

住民票関係情報、出生通知

票に関する情報又は被害

う。）の管理若しくは家賃

若しくは敷金の決定若し

くは変更又は収入超過者

に対する措置に関する事

務であって規則で定める

もの 
１７ 

区長 
児童扶養手当法による児

童扶養手当の支給に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、被害者等支援関係

情報又は住登外者宛名情

報であって規則で定める

もの 
１８ 

区長 
老人福祉法（昭和３８年法

律第１３３号）による福祉

の措置又は費用の徴収に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、中国残留邦人等支

援給付等関係情報、外国人

生活保護関係情報、被害者

等支援関係情報又は住登

外者宛名情報であって規

則で定めるもの 
１９ 

区長 
母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和３９年法律第

１２９号）による給付金の

支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 
２０ 

区長 
特別児童扶養手当等の支

給に関する法律による特

別児童扶養手当の支給に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、被害者等支援関係

情報又は住登外者宛名情

報であって規則で定める

もの 
２１ 

区長 
特別児童扶養手当等の支

給に関する法律による障

害児福祉手当若しくは特

別障害者手当又は国民年

金法等の一部を改正する

法律（昭和６０年法律第３

４号）附則第９７条第１項

の福祉手当の支給に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険給付等関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、被害者等支

援関係情報、児童福祉法に

よる障害児入所支援若し

くは措置に関する情報、身

体障害者福祉法による障

害者支援施設等への入所

等の措置に関する情報、知

的障害者福祉法による障

害者支援施設等への入所

等の措置に関する情報、老

人福祉法による福祉の措

置に関する情報、障害者の

日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための

法律による自立支援給付

の支給に関する情報又は

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

２１の

２ 

母子保健法（昭和４０年法

律第１４１号）による保健

住民票関係情報、出生通知

票に関する情報、被害者等
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区長 指導、新生児の訪問指導、

健康診査、妊産婦の訪問指

導又は未熟児の訪問指導

に関する事務であって規

則で定めるもの 

者等支援関係情報であっ

て規則で定めるもの 

２２ 

区長 
母子保健法による妊娠の

届出、母子健康手帳の交

付、養育医療の給付若しく

は養育医療に要する費用

の支給又は費用の徴収に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、外国人生活保護関

係情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 

２３ 

区長 
児童手当法（昭和４６年法

律第７３号）による児童手

当の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 
 

２４ 

区長 
高齢者の医療の確保に関

する法律による保険料の

徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、医療保険給付関係

情報、介護保険給付等関係

情報、生活保護関係情報、

中国残留邦人等支援給付

等関係情報、外国人生活保

護関係情報、障害者関係情

報又は被害者等支援関係

情報であって規則で定め

るもの 
２４の

２ 

区長 

特定優良賃貸住宅の供給

の促進に関する法律（平成

５年法律第５２号）による

賃貸住宅の管理に関する

事務であって規則で定め

るもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

２５ 

区長 
中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支

援に関する法律による支

援給付又は配偶者支援金

の支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

住民票関係情報、外国人生

活保護関係情報、児童福祉

法による助産施設におけ

る助産の実施若しくは母

子生活支援施設における

保護の実施に関する情報、

心身障害者福祉手当関係

情報、難病患者福祉手当関

係情報、児童育成手当関係

情報、生活保護法による被

保護者、中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律に

よる支援給付を受ける者

等の自立の促進に関する

情報又は被害者等支援関

係情報であって規則で定

めるもの 
 

２６ 

区長 
介護保険法による保険給

付の支給、地域支援事業の

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

区長 指導、新生児の訪問指導、

健康診査、妊産婦の訪問指

導又は未熟児の訪問指導

に関する事務であって規

則で定めるもの 

支援関係情報又は住登外

者宛名情報であって規則

で定めるもの 

２２ 

区長 
母子保健法による妊娠の

届出、母子健康手帳の交

付、養育医療の給付若しく

は養育医療に要する費用

の支給又は費用の徴収に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、外国人生活保護関

係情報、被害者等支援関係

情報又は住登外者宛名情

報であって規則で定める

もの 

２３ 

区長 
児童手当法（昭和４６年法

律第７３号）による児童手

当の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、被害者等支援関係

情報又は住登外者宛名情

報であって規則で定める

もの 
２４ 

区長 
高齢者の医療の確保に関

する法律による保険料の

徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、医療保険給付関係

情報、介護保険給付等関係

情報、生活保護関係情報、

中国残留邦人等支援給付

等関係情報、外国人生活保

護関係情報、障害者関係情

報、被害者等支援関係情報

又は住登外者宛名情報で

あって規則で定めるもの 
２４の

２ 

区長 

特定優良賃貸住宅の供給

の促進に関する法律（平成

５年法律第５２号）による

賃貸住宅の管理に関する

事務であって規則で定め

るもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

２５ 

区長 
中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支

援に関する法律による支

援給付又は配偶者支援金

の支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

住民票関係情報、外国人生

活保護関係情報、児童福祉

法による助産施設におけ

る助産の実施若しくは母

子生活支援施設における

保護の実施に関する情報、

心身障害者福祉手当関係

情報、難病患者福祉手当関

係情報、児童育成手当関係

情報、生活保護法による被

保護者、中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律に

よる支援給付を受ける者

等の自立の促進に関する

情報、被害者等支援関係情

報又は住登外者宛名情報

であって規則で定めるも

の 
２６ 

区長 
介護保険法による保険給

付の支給、地域支援事業の

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

12



実施又は保険料の徴収に

関する事務であって規則

で定めるもの 

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、介護保険給

付等関係情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 
 

２７ 

区長 
感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年法律

第１１４号）による費用の

負担又は療養費の支給に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 

２８ 

区長 
障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律による自立

支援給付の支給又は地域

生活支援事業の実施に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、医療保険給付関係

情報、外国人生活保護関係

情報又は被害者等支援関

係情報であって規則で定

めるもの 

２８の

２ 

区長 

新型インフルエンザ等対

策特別措置法（平成２４年

法律第３１号）による予防

接種の実施に関する事務

であって規則で定めるも

の 

住民票関係情報、障害者関

係情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 

２８の

２の

２ 

区長 

子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）に

よる子どものための教

育・保育給付の支給又は地

域子ども・子育て支援事業

の実施に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険給付等関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、障害者関係

情報、国民年金法による障

害基礎年金の支給に関す

る情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 
 

２８の

３ 

区長 

葛飾区心身障害者福祉手

当条例による心身障害者

福祉手当の支給に関する

事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、難病患者福祉手当

関係情報、児童育成手当関

係情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施又は保険料の徴収に

関する事務であって規則

で定めるもの 

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、介護保険給

付等関係情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 
２７ 

区長 
感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年法律

第１１４号）による費用の

負担又は療養費の支給に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、被害者等支援関係

情報又は住登外者宛名情

報であって規則で定める

もの 

２８ 

区長 
障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律による自立

支援給付の支給又は地域

生活支援事業の実施に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、医療保険給付関係

情報、外国人生活保護関係

情報、被害者等支援関係情

報又は住登外者宛名情報

であって規則で定めるも

の 
２８の

２ 

区長 

新型インフルエンザ等対

策特別措置法（平成２４年

法律第３１号）による予防

接種の実施に関する事務

であって規則で定めるも

の 

住民票関係情報、障害者関

係情報、被害者等支援関係

情報又は住登外者宛名情

報であって規則で定める

もの 

２８の

２の

２ 

区長 

子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）に

よる子どものための教

育・保育給付の支給又は地

域子ども・子育て支援事業

の実施に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険給付等関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、障害者関係

情報、国民年金法による障

害基礎年金の支給に関す

る情報、被害者等支援関係

情報又は住登外者宛名情

報であって規則で定める

もの 
２８の

３ 

区長 

葛飾区心身障害者福祉手

当条例による心身障害者

福祉手当の支給に関する

事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険給付等関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、難病患者福

祉手当関係情報、児童育成

手当関係情報、被害者等支

援関係情報、児童福祉法に

よる障害児入所支援若し

くは措置に関する情報、身

体障害者福祉法による障

害者支援施設等への入所

等の措置に関する情報、知

的障害者福祉法による障

害者支援施設等への入所

等の措置に関する情報、老
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２８の

４ 

区長 

葛飾区難病患者福祉手当

条例による難病患者福祉

手当の支給に関する事務

であって規則で定めるも

の 

地方税関係情報、住民票関

係情報、心身障害者福祉手

当関係情報、児童育成手当

関係情報又は被害者等支

援関係情報であって規則

で定めるもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２９ 

区長 
葛飾区生業資金貸付条例

を廃止する条例付則第２

項の規定によりなお従前

の例によることとされる

資金の貸付けに関する事

務であって規則で定める

もの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、葛飾区生業

資金貸付条例を廃止する

条例付則第２項の規定に

よりなお従前の例による

こととされる資金の貸付

けに関する情報又は被害

者等支援関係情報であっ

て規則で定めるもの 
 

人福祉法による福祉の措

置に関する情報、障害者の

日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための

法律による自立支援給付

の支給に関する情報又は

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 
２８の

４ 

区長 

葛飾区難病患者福祉手当

条例による難病患者福祉

手当の支給に関する事務

であって規則で定めるも

の 

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険給付等関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、心身障害者

福祉手当関係情報、児童育

成手当関係情報、被害者等

支援関係情報、児童福祉法

による障害児入所支援若

しくは措置に関する情報、

身体障害者福祉法による

障害者支援施設等への入

所等の措置に関する情報、

知的障害者福祉法による

障害者支援施設等への入

所等の措置に関する情報、

老人福祉法による福祉の

措置に関する情報、障害者

の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するため

の法律による自立支援給

付の支給に関する情報又

は住登外者宛名情報であ

って規則で定めるもの 
２９ 

区長 
葛飾区生業資金貸付条例

を廃止する条例付則第２

項の規定によりなお従前

の例によることとされる

資金の貸付けに関する事

務であって規則で定める

もの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、葛飾区生業

資金貸付条例を廃止する

条例付則第２項の規定に

よりなお従前の例による

こととされる資金の貸付

けに関する情報、被害者等

支援関係情報又は住登外

者宛名情報であって規則

で定めるもの 
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３０ 

区長 
葛飾区母子及び父子福祉

応急小口資金貸付条例に

よる資金の貸付けに関す

る事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、葛飾区母子

及び父子福祉応急小口資

金貸付条例による資金の

貸付けに関する情報又は

被害者等支援関係情報で

あって規則で定めるもの 
 

３１ 

区長 
葛飾区児童育成手当条例

による児童育成手当の支

給に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、障害者関係情報又

は被害者等支援関係情報

であって規則で定めるも

の 
３２ 

区長 
葛飾区ひとり親家庭等の

医療費の助成に関する条

例による医療費の助成に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、医療保険給付関係

情報、生活保護関係情報、

中国残留邦人等支援給付

等関係情報、外国人生活保

護関係情報、児童扶養手当

関係情報又は被害者等支

援関係情報であって規則

で定めるもの 
 

３３ 

区長 
葛飾区子どもの医療費の

助成に関する条例による

医療費の助成に関する事

務であって規則で定める

もの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、医療保険給付関係

情報、生活保護関係情報、

中国残留邦人等支援給付

等関係情報、外国人生活保

護関係情報又は被害者等

支援関係情報であって規

則で定めるもの 
 

３４ 

区長 
葛飾区学童保育クラブ条

例による使用料の徴収に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、葛飾区学童

保育クラブ条例による使

用料の徴収に関する情報

又は被害者等支援関係情

報であって規則で定める

もの 
３５ 

区長 
葛飾区奨学資金貸付条例

による学資金の貸付けに

関する事務であって規則

で定めるもの 

住民票関係情報、生活保護

関係情報、中国残留邦人等

支援給付等関係情報、外国

人生活保護関係情報又は

被害者等支援関係情報で

あって規則で定めるもの 
 

３６ 

区長 
葛飾区女性福祉資金貸付

条例を廃止する条例付則

第２項の規定によりなお

従前の例によることとさ

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

３０ 

区長 
葛飾区母子及び父子福祉

応急小口資金貸付条例に

よる資金の貸付けに関す

る事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、葛飾区母子

及び父子福祉応急小口資

金貸付条例による資金の

貸付けに関する情報、被害

者等支援関係情報又は住

登外者宛名情報であって

規則で定めるもの 
３１ 

区長 
葛飾区児童育成手当条例

による児童育成手当の支

給に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、障害者関係情報、

被害者等支援関係情報又

は住登外者宛名情報であ

って規則で定めるもの 
３２ 

区長 
葛飾区ひとり親家庭等の

医療費の助成に関する条

例による医療費の助成に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、医療保険給付関係

情報、生活保護関係情報、

中国残留邦人等支援給付

等関係情報、外国人生活保

護関係情報、児童扶養手当

関係情報、被害者等支援関

係情報又は住登外者宛名

情報であって規則で定め

るもの 
３３ 

区長 
葛飾区子どもの医療費の

助成に関する条例による

医療費の助成に関する事

務であって規則で定める

もの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、医療保険給付関係

情報、生活保護関係情報、

中国残留邦人等支援給付

等関係情報、外国人生活保

護関係情報、被害者等支援

関係情報又は住登外者宛

名情報であって規則で定

めるもの 
３４ 

区長 
葛飾区学童保育クラブ条

例による使用料の徴収に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、葛飾区学童

保育クラブ条例による使

用料の徴収に関する情報、

被害者等支援関係情報又

は住登外者宛名情報であ

って規則で定めるもの 
３５ 

区長 
葛飾区奨学資金貸付条例

による学資金の貸付けに

関する事務であって規則

で定めるもの 

住民票関係情報、生活保護

関係情報、中国残留邦人等

支援給付等関係情報、外国

人生活保護関係情報、被害

者等支援関係情報又は住

登外者宛名情報であって

規則で定めるもの 
３６ 

区長 
葛飾区女性福祉資金貸付

条例を廃止する条例付則

第２項の規定によりなお

従前の例によることとさ

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活
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れる資金の貸付けに関す

る事務であって規則で定

めるもの 

保護関係情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 
 

３７ 

区長 
特別区における東京都の

事務処理の特例に関する

条例により葛飾区が処理

することとされる東京都

重度心身障害者手当条例

（昭和４８年東京都条例

第６８号）による重度心身

障害者手当の支給に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３７の

２ 

区長 

特別区における東京都の

事務処理の特例に関する

条例により葛飾区が処理

することとされる心身障

害者の医療費の助成に関

する条例による医療費の

助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

住民票関係情報、医療保険

給付関係情報、外国人生活

保護関係情報、障害者関係

情報又は被害者等支援関

係情報であって規則で定

めるもの 

３８ 

区長 
特別区における東京都の

事務処理の特例に関する

条例により葛飾区が処理

することとされる母子及

び父子並びに寡婦福祉法

による資金の貸付けに関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 

３９ 

区長 
児童福祉法による療育の

給付又は費用の徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 
 

４０ 

区長 
特別区における東京都の

事務処理の特例に関する

条例により葛飾区が処理

することとされる障害者

の日常生活及び社会生活

地方税関係情報、住民票関

係情報又は被害者等支援

関係情報であって規則で

定めるもの 

れる資金の貸付けに関す

る事務であって規則で定

めるもの 

保護関係情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 
３７ 

区長 
特別区における東京都の

事務処理の特例に関する

条例により葛飾区が処理

することとされる東京都

重度心身障害者手当条例

（昭和４８年東京都条例

第６８号）による重度心身

障害者手当の支給に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険給付等関

係情報、生活保護法関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、被害者等支

援関係情報、児童福祉法に

よる障害児入所支援若し

くは措置に関する情報、身

体障害者福祉法による障

害者支援施設等への入所

等の措置に関する情報、知

的障害者福祉法による障

害者支援施設等への入所

等の措置に関する情報、老

人福祉法による福祉の措

置に関する情報、障害者の

日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための

法律による自立支援給付

の支給に関する情報又は

住登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 
３７の

２ 

区長 

特別区における東京都の

事務処理の特例に関する

条例により葛飾区が処理

することとされる心身障

害者の医療費の助成に関

する条例による医療費の

助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

住民票関係情報、医療保険

給付関係情報、外国人生活

保護関係情報、障害者関係

情報、被害者等支援関係情

報又は住登外者宛名情報

であって規則で定めるも

の 

３８ 

区長 
特別区における東京都の

事務処理の特例に関する

条例により葛飾区が処理

することとされる母子及

び父子並びに寡婦福祉法

による資金の貸付けに関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 
３９ 

区長 
児童福祉法による療育の

給付又は費用の徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 
４０ 

区長 
特別区における東京都の

事務処理の特例に関する

条例により葛飾区が処理

することとされる障害者

の日常生活及び社会生活

地方税関係情報、住民票関

係情報、被害者等支援関係

情報又は住登外者宛名情

報であって規則で定める

もの 
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を総合的に支援するため

の法律の施行に係る事務

であって規則で定めるも

の 
４０の

２ 

区長 

特別区における東京都の

事務処理の特例に関する

条例により葛飾区が処理

することとされる感染症

の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法

律の施行に係る事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、医療保険給付関係

情報、生活保護関係情報、

中国残留邦人等支援給付

等関係情報、外国人生活保

護関係情報又は被害者等

支援関係情報であって規

則で定めるもの 
 

４１ 

区長 
生活保護法による被保護

者、中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律による

支援給付を受ける者等の

自立の促進に関する事務

であって規則で定めるも

の 

生活保護関係情報、中国残

留邦人等支援給付等関係

情報又は外国人生活保護

関係情報であって規則で

定めるもの 

４２ 

区長 
生活に困窮する外国人に

対する生活保護に関する

事務であって規則で定め

るもの 

住民票関係情報、生活保護

関係情報、中国残留邦人等

支援給付等関係情報、児童

福祉法による助産施設に

おける助産の実施若しく

は母子生活支援施設にお

ける保護の実施に関する

情報、心身障害者福祉手当

関係情報、難病患者福祉手

当関係情報、児童育成手当

関係情報、生活保護法によ

る被保護者、中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法

律による支援給付を受け

る者等の自立の促進に関

する情報又は被害者等支

援関係情報であって規則

で定めるもの 
 

４２の

２ 

区長 

重度心身障害者、重度心身

障害児又は難病患者等に

対する日常生活用具の給

付等に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険給付等関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 
 

４２の

３ 

重度身体障害者、重度身体

障害児又は難病患者等に

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険給付等関

を総合的に支援するため

の法律の施行に係る事務

であって規則で定めるも

の 
４０の

２ 

区長 

特別区における東京都の

事務処理の特例に関する

条例により葛飾区が処理

することとされる感染症

の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法

律の施行に係る事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、医療保険給付関係

情報、生活保護関係情報、

中国残留邦人等支援給付

等関係情報、外国人生活保

護関係情報、被害者等支援

関係情報又は住登外者宛

名情報であって規則で定

めるもの 
４１ 

区長 
生活保護法による被保護

者、中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律による

支援給付を受ける者等の

自立の促進に関する事務

であって規則で定めるも

の 

生活保護関係情報、中国残

留邦人等支援給付等関係

情報又は外国人生活保護

関係情報であって規則で

定めるもの 

４２ 

区長 
生活に困窮する外国人に

対する生活保護に関する

事務であって規則で定め

るもの 

住民票関係情報、生活保護

関係情報、中国残留邦人等

支援給付等関係情報、児童

福祉法による助産施設に

おける助産の実施若しく

は母子生活支援施設にお

ける保護の実施に関する

情報、心身障害者福祉手当

関係情報、難病患者福祉手

当関係情報、児童育成手当

関係情報、生活保護法によ

る被保護者、中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法

律による支援給付を受け

る者等の自立の促進に関

する情報、被害者等支援関

係情報又は住登外者宛名

情報であって規則で定め

るもの 
４２の

２ 

区長 

重度心身障害者、重度心身

障害児又は難病患者等に

対する日常生活用具の給

付等に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険給付等関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 
４２の

３ 

重度身体障害者、重度身体

障害児又は難病患者等に

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険給付等関
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区長 対する住宅設備改善費の

給付に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 
 

４２の

４ 

区長 

後期高齢者医療の被保険

者の葬祭を行う者に対す

る高齢者の医療の確保に

関する法律による葬祭費

に付加する給付金の支給

に関する事務であって規

則で定めるもの 

住民票関係情報、医療保険

給付関係情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 

４３ 

区長 
低所得者に対する介護保

険法による保険給付に係

る利用者負担額の軽減に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険給付等関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 
 

４４ 

区長 
配偶者等の暴力からの避

難等に係る一時保護に関

する事務であって規則で

定めるもの 

住民票関係情報、医療保険

給付関係情報、児童扶養手

当関係情報又は被害者等

支援関係情報であって規

則で定めるもの 
 

４５ 

区長 
ひとり親家庭等に対する

就労支援に関する事務で

あって規則で定めるもの 

生活保護関係情報、中国残

留邦人等支援給付等関係

情報、外国人生活保護関係

情報、児童扶養手当関係情

報又は被害者等支援関係

情報であって規則で定め

るもの 
４６ 

区長 
私立幼稚園等の園児の保

護者に対する補助金の交

付に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 
 

４７ 

区長 
小児に対する任意の予防

接種の実施に関する事務

であって規則で定めるも

の 

住民票関係情報又は被害

者等支援関係情報であっ

て規則で定めるもの 

４７の

２ 

区長 

小児慢性特定疾病児童に

対する日常生活用具の給

付に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報又は被害者

等支援関係情報であって

規則で定めるもの 
 

区長 対する住宅設備改善費の

給付に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 
４２の

４ 

区長 

後期高齢者医療の被保険

者の葬祭を行う者に対す

る高齢者の医療の確保に

関する法律による葬祭費

に付加する給付金の支給

に関する事務であって規

則で定めるもの 

住民票関係情報、医療保険

給付関係情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 

４３ 

区長 
低所得者に対する介護保

険法による保険給付に係

る利用者負担額の軽減に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、介護保険給付等関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 
４４ 

区長 
配偶者等の暴力からの避

難等に係る一時保護に関

する事務であって規則で

定めるもの 

住民票関係情報、医療保険

給付関係情報、児童扶養手

当関係情報、被害者等支援

関係情報又は住登外者宛

名情報であって規則で定

めるもの 
４５ 

区長 
ひとり親家庭等に対する

就労支援に関する事務で

あって規則で定めるもの 

生活保護関係情報、中国残

留邦人等支援給付等関係

情報、外国人生活保護関係

情報、児童扶養手当関係情

報、被害者等支援関係情報

又は住登外者宛名情報で

あって規則で定めるもの 
４６ 

区長 
私立幼稚園等の園児の保

護者に対する補助金の交

付に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 
４７ 

区長 
小児に対する任意の予防

接種の実施に関する事務

であって規則で定めるも

の 

住民票関係情報、被害者等

支援関係情報又は住登外

者宛名情報であって規則

で定めるもの 
４７の

２ 

区長 

小児慢性特定疾病児童に

対する日常生活用具の給

付に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情

報、中国残留邦人等支援給

付等関係情報、外国人生活

保護関係情報、被害者等支

援関係情報又は住登外者

宛名情報であって規則で

定めるもの 
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４８ 

教育

委員

会 

学校保健安全法（昭和３３

年法律第５６号）による医

療に要する費用について

の援助に関する事務であ

って教育委員会規則で定

めるもの 

学校教育法による就学の

援助に関する情報であっ

て教育委員会規則で定め

るもの 

 

４８ 

教育

委員

会 

学校保健安全法（昭和３３

年法律第５６号）による医

療に要する費用について

の援助に関する事務であ

って教育委員会規則で定

めるもの 

学校教育法による就学の

援助に関する情報であっ

て教育委員会規則で定め

るもの 

 

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係） 
（平２７条例４８・旧別表第２繰下・一部改正、令

元条例５３・一部改正） 
（平２７条例４８・旧別表第２繰下・一部改正、令

元条例５３・一部改正） 
第１

欄 
第２欄 第３

欄 
第４欄 

１ 

区

長 

生活保護法による保護

の決定及び実施、就労

自立給付金の支給、保

護に要する費用の返還

又は徴収金の徴収に関

する事務であって規則

で定めるもの 

教育

委員

会 

学校保健安全法による

医療に要する費用につ

いての援助に関する情

報であって教育委員会

規則で定めるもの 

２ 

区

長 

中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法

律による支援給付又は

配偶者支援金の支給に

関する事務であって規

則で定めるもの 

教育

委員

会 

学校保健安全法による

医療に要する費用につ

いての援助に関する情

報であって教育委員会

規則で定めるもの 

３ 

区

長 

生活に困窮する外国人

に対する生活保護に関

する事務であって規則

で定めるもの 

教育

委員

会 

学校保健安全法による

医療に要する費用につ

いての援助に関する情

報であって教育委員会

規則で定めるもの 
 

４ 

教

育

委

員

会 

学校保健安全法による

医療に要する費用につ

いての援助に関する事

務であって教育委員会

規則で定めるもの 

区長 住民票関係情報又は被

害者等支援関係情報で

あって規則で定めるも

の 
 
 

５ 

教

育

委

員

会 

学校教育法による就学

の援助に関する事務で

あって教育委員会規則

で定めるもの 

区長 地方税関係情報、住民票

関係情報、生活保護関係

情報、中国残留邦人等支

援給付等関係情報、外国

人生活保護関係情報、児

童扶養手当関係情報又

は被害者等支援関係情

報であって規則で定め

るもの 
 

 

第１

欄 
第２欄 第３

欄 
第４欄 

１ 

区

長 

生活保護法による保護

の決定及び実施、就労

自立給付金の支給、保

護に要する費用の返還

又は徴収金の徴収に関

する事務であって規則

で定めるもの 

教育

委員

会 

学校保健安全法による

医療に要する費用につ

いての援助に関する情

報又は住登外者宛名情

報であって教育委員会

規則で定めるもの 

２ 

区

長 

中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法

律による支援給付又は

配偶者支援金の支給に

関する事務であって規

則で定めるもの 

教育

委員

会 

学校保健安全法による

医療に要する費用につ

いての援助に関する情

報又は住登外者宛名情

報であって教育委員会

規則で定めるもの 

３ 

区

長 

生活に困窮する外国人

に対する生活保護に関

する事務であって規則

で定めるもの 

教育

委員

会 

学校保健安全法による

医療に要する費用につ

いての援助に関する情

報又は住登外者宛名情

報であって教育委員会

規則で定めるもの 
４ 

教

育

委

員

会 

学校保健安全法による

医療に要する費用につ

いての援助に関する事

務であって教育委員会

規則で定めるもの 

区長 住民票関係情報、被害者

等支援関係情報又は住

登外者宛名情報であっ

て規則で定めるもの 

５ 

教

育

委

員

会 

学校教育法による就学

の援助に関する事務で

あって教育委員会規則

で定めるもの 

区長 地方税関係情報、住民票

関係情報、生活保護関係

情報、中国残留邦人等支

援給付等関係情報、外国

人生活保護関係情報、児

童扶養手当関係情報、被

害者等支援関係情報又

は住登外者宛名情報で

あって規則で定めるも

の 
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葛飾区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 

の一部を改正する条例 

 

ＤＸ戦略課   

 

１ 改正理由 

デジタル社会の進展等を踏まえ、区民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図るため、オンラインにより行うことができる手続の拡大等をするもの 

 

２ 改正概要 

⑴ 他の条例等で手数料の納付方法が定められているものについて、オンラインに

より行うことができるようにすること。 

⑵ 申請等をする者について、対面による本人確認、書類の原本確認等をするべき

事情がある場合については、当該確認等以外の部分をオンラインにより行うこと

ができるようにすること。 

⑶ 処分通知等をオンラインで行う場合には、当該処分通知等の相手方の同意があ

った場合に限りできることとすること。 

⑷ 処分通知等をする者について、対面による本人確認、書類の原本の交付等をす

るべき事情がある場合については、当該確認等以外の部分をオンラインにより行

うことができるようにすること。 

⑸ 他の条例等で申請等の添付書面が必要とされている場合について、必要な情報

を個人番号カードの利用等又は連携システム等により入手し、又は参照できる場

合は当該添付書面を省略することができるようにすること。 

 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

議案第１５号 関係資料  

政 策 経 営 部 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 
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４ 施行日 

令和８年４月１日 
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別紙 

葛飾区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例新旧対照表 
現 行 改正案 

○葛飾区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

条例 
○葛飾区行政手続等における情報通信技術の利用に関する条

例 
平成１６年１２月１６日 平成１６年１２月１６日 

条例第３７号 条例第３７号 
（目的） （目的） 

第１条 この条例は、区の機関に係る申請、届出その他の手続等に

関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法により行うことができるようにするための共通す

る事項を定めることにより、区民の利便性の向上を図るととも

に、区政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。 

第１条 この条例は、区の機関に係る申請、届出その他の手続等に

関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を

利用する方法により行うことができるようにするための共通する

事項を定めることにより、区民の利便性の向上を図るとともに、

区政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。 
（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 
(１) 条例等 葛飾区条例、葛飾区規則、葛飾区教育委員会規則

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第２

項に規定する規程を含む。）、葛飾区条例の委任に基づく葛飾

区選挙管理委員会、葛飾区監査委員、葛飾区農業委員会若しく

は葛飾区議会の定め又は地方自治法第２５２条の１７の２第１

項若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３

１年法律第１６２号）第５５条第１項の規定に基づき東京都条

例の定めるところにより東京都知事若しくは東京都教育委員会

の権限に属する事務の一部を葛飾区（以下「区」という。）が

処理することとされた場合における当該事務の根拠となる東京

都条例、東京都規則若しくは東京都教育委員会規則をいう。 

(１) 条例等 葛飾区条例、葛飾区規則、葛飾区教育委員会規則

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第２

項に規定する規程を含む。）、葛飾区条例の委任に基づく葛飾

区選挙管理委員会、葛飾区監査委員、葛飾区農業委員会若しく

は葛飾区議会の定め又は地方自治法第２５２条の１７の２第１

項若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３

１年法律第１６２号）第５５条第１項の規定に基づき東京都条

例の定めるところにより東京都知事若しくは東京都教育委員会

の権限に属する事務の一部を葛飾区（以下「区」という。）が

処理することとされた場合における当該事務の根拠となる東京

都条例、東京都規則若しくは東京都教育委員会規則をいう。 
(２) 実施機関 葛飾区長（以下「区長」という。）、葛飾区教

育委員会、葛飾区選挙管理委員会、葛飾区監査委員、葛飾区農

業委員会又は葛飾区議会をいう。 

(２) 実施機関 葛飾区長（以下「区長」という。）、葛飾区教

育委員会、葛飾区選挙管理委員会、葛飾区監査委員、葛飾区農

業委員会又は葛飾区議会をいう。 
(３) 区の機関 実施機関若しくはこれらに置かれる機関又はこ

れらの機関の職員であって法律若しくは法律に基づく命令又は

条例等により独立に権限を行使することを認められた職員をい

う。 

(３) 区の機関 実施機関若しくはこれらに置かれる機関又はこ

れらの機関の職員であって法律若しくは法律に基づく命令又は

条例等により独立に権限を行使することを認められた職員をい

う。 
(４) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をいう。 

(４) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をいう。 
(５) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名

称を書面等に記載することをいう。 
(５) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名

称を書面等に記載することをいう。 
(６) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 

(６) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 
(７) 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づ

き区の機関に対して行われる通知をいう。 
(７) 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づ

き区の機関に対して行われる通知をいう。 
(８) 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当

たる行為をいう。）の通知その他の法令又は条例等の規定に基

づき区の機関が行う通知（不特定の者に対して行うものを除

く。）をいう。 

(８) 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当

たる行為をいう。）の通知その他の法令又は条例等の規定に基

づき区の機関が行う通知（不特定の者に対して行うものを除

く。）をいう。 
(９) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき区の機関が書面等

又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供する

ことをいう。 

(９) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき区の機関が書面等

又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供する

ことをいう。 
(１０) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき区の機関が書面

等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。 
(１０) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき区の機関が書面

等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。 
(１１) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をい

う。 
(１１) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をい

う。 
（電子情報処理組織による申請等） （電子情報処理組織による申請等） 

第３条 区の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等

の規定により書面等により行うこととしているものについては、

当該条例等の規定にかかわらず、実施機関が別に定めるところに

より、電子情報処理組織（区の機関の使用に係る電子計算機（入

出力装置を含む。以下同じ。）と申請等をする者の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

）を使用して行わせることができる。 

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定におい

て書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの

については、当該条例等の規定にかかわらず、実施機関が別に定

めるところにより、電子情報処理組織（区の機関の使用に係る電

子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手

方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことが
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できる。 
２ 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書

面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定

に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に

関する条例等の規定を適用する。 

２ 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等に関

する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみな

して、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の規定により行われた申請等は、同項の区の機関の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当

該区の機関に到達したものとみなす。 

３ 第１項の規定により行われた申請等は、当該申請等を受ける区

の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録が

された時に当該区の機関に到達したものとみなす。 
４ 第１項の場合において、区の機関は、当該申請等に関する他の

条例等の規定により署名等をすることとしているものについて

は、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにす

る措置であって実施機関が別に定めるものをもって当該署名等に

代えさせることができる。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署

名等をすることが規定されているものを第１項の電子情報処理組

織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、

当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措

置であって実施機関が別に定めるものをもって代えることができ

る。 
 ５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手

数料の納付の方法が規定されているものを第１項の電子情報処理

組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付につ

いては、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって実施機

関が別に定めるものをもってすることができる。 

 ６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情が

ある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要

があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第１項の電子

情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不

適当と認められる部分がある場合として実施機関が別に定める場

合には、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の

規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた申請等

」とあるのは、「行われた申請等（第６項の規定により前項の規

定を適用する部分に限る。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）」とする。 

（電子情報処理組織による処分通知等） （電子情報処理組織による処分通知等） 
第４条 区の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他

の条例等の規定により書面等により行うこととしているものにつ

いては、当該条例等の規定にかかわらず、実施機関が別に定める

ところにより、電子情報処理組織（区の機関の使用に係る電子計

算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行うこ

とができる。 

第４条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規

定において書面等により行うことその他のその方法が規定されて

いるものについては、当該条例等の規定にかかわらず、実施機関

が別に定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法に

より行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当

該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の実施機関が

別に定める方式による表示をする場合に限る。 
２ 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通

知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する

条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、

当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。 

２ 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通

知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたも

のとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用す

る。 
３ 第１項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等

を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記

録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみな

す。 

３ 第１項の規定により行われた処分通知等は、当該処分通知等を

受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録

がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみな

す。 
４ 第１項の場合において、区の機関は、当該処分通知等に関する

他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについ

ては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかに

する措置であって実施機関が別に定めるものをもって当該署名等

に代えることができる。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定に

おいて署名等をすることが規定されているものを第１項の電子情

報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等につ

いては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らか

にする措置であって実施機関が別に定めるものをもって当該署名

等に代えることができる。 
 ５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき

事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交

付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうち

に第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困

難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として実施機関

が別に定める場合には、当該処分通知等のうち当該部分以外の部

分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第２項

中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等

（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下こ

の項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 
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（電磁的記録による縦覧等） （電磁的記録による縦覧等） 
第５条 区の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等

の規定により書面等により行うこととしているもの（申請等に基

づくものを除く。）については、当該条例等の規定にかかわら

ず、実施機関が別に定めるところにより、書面等の縦覧等に代え

て当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事

項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。 

第５条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により

書面等において行うことが規定されているもの（申請等に基づく

ものを除く。）については、当該条例等の規定にかかわらず、実

施機関が別に定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録

に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うこ

とができる。 
２ 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書

面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定

に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に

関する条例等の規定を適用する。 

２ 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関

する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなし

て、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

（電磁的記録による作成等） （電磁的記録による作成等） 
第６条 区の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等

の規定により書面等により行うこととしているものについては、

当該条例等の規定にかかわらず、実施機関が別に定めるところに

より、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作

成等を行うことができる。 

第６条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定におい

て書面等により行うことが規定されているものについては、当該

条例等の規定にかかわらず、実施機関が別に定めるところによ

り、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 

２ 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書

面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定

に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に

関する条例等の規定を適用する。 

２ 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等に関

する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなし

て、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の場合において、区の機関は、当該作成等に関する他の

条例等の規定により署名等をすることとしているものについて

は、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにす

る措置であって実施機関が別に定めるものをもって当該署名等に

代えることができる。 

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署

名等をすることが規定されているものを第１項の規定により電磁

的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等

の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって

実施機関が別に定めるものをもって代えることができる。 
 （適用除外） 

 第７条 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に

関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用する方

法により行うことが規定されているもの（第３条第１項又は第４

条第１項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。

）については、第３条及び第４条の規定は、適用しない。 

 ２ 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条

例等の規定において情報通信技術を利用する方法により行うこと

が規定されているもの（第５条第１項又は前条第１項の規定に基

づき行うことが規定されているものを除く。）については、前２

条の規定は、適用しない。 

（区の手続等に係る情報システムの整備等） （区の手続等に係る情報システムの整備等） 
第７条 区は、区の機関に係る手続等における情報通信の技術の利

用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

第８条 区は、区の機関に係る手続等における情報通信技術の利用

の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 
２ 区は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利

用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならな

い。 

２ 区は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信技術の利用

における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならな

い。 
３ 区は、区の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の

推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努

めなければならない。 

３ 区は、区の機関に係る手続等における情報通信技術の利用の推

進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努め

なければならない。 
（手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表） （手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表） 

第８条 区長は、区の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ、

又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規

定による情報通信の技術の利用に関する状況について、少なくと

も毎年度１回、インターネットの利用その他の方法により公表す

るものとする。 

第９条 区長は、区の機関が電子情報処理組織を使用する方法によ

り行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定

による情報通信技術の利用に関する状況について、少なくとも毎

年度１回、インターネットの利用その他の方法により公表するも

のとする。 
 （添付書面等の省略） 

 第１０条 申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍又は除かれた

戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の実施機関が別に定

める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定におい

て当該申請等に際し添付することが規定されているものについて

は、当該条例等の規定にかかわらず、区の機関が、当該申請等を

する者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律(平成２５年法律第２７号)第２条第７項に規定する個人番号

カードをいう。）の利用その他の措置であって当該書面等の区分
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に応じ実施機関が別に定めるものにより、直接に、又は電子情報

処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情

報を入手し、又は参照することができる場合には、添付すること

を要しない。 

（委任） （委任） 
第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定め

る。 
第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定

める。 
付 則 付 則 

この条例は、平成１７年１月１日から施行する。 この条例は、平成１７年１月１日から施行する。 
 付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

人事課 

 

１ 改正理由 

特別区人事委員会勧告に伴い、職員の給料表を改定するほか、所要の改正を行う

もの 

 

２ 改正概要 

（１）部長級職員の昇給 

    行政職給料表(一)の適用を受ける部長級職員の昇給は、勤務成績が特に良好 

   以上の場合に限り行う。 

 <昇給区分ごとの昇給号数> 

昇給区分 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

極めて良好 特に良好 良好 やや良好でない 良好でない 

昇給 

号数 

現行 ７ ６ ４ ３ 昇給なし 

改正後 ２ １ 昇給なし 

 

（２）管理職員特別勤務手当の支給対象時間の拡大 

    管理職員特別勤務手当は、管理職手当を補完する趣旨で、週休日等又は週休 

   日等以外の日における臨時又は緊急の必要等により勤務した場合に支給してい 

   る。勤務実態に応じた適切な処遇を確保するため、週休日等以外の日における 

   支給対象時間について拡大する改正を行う。 

 現行 改正後 

支給対象時間 午前０時から午前５時 午後10時から翌日午前５時 

 

議案第１６号 関係資料  

総 務 部 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 
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（３）給料表の改定 

   ①管理職員の給料表の改定 

        複雑化・多様化する行政課題に対応するため、組織パフォーマンスを向上さ 

      せる給与面の施策として、行政職給料表(一)５・６級、医療職給料表（二）５ 

   級及び医療職給料表（三）５級の給料表を改定する。（５級は課長級職員、６ 

   級は部長級職員） 

   ②行政職給料表（二）の給料表の改定 

    職務給原則の更なる徹底、昇任意欲の醸成に資する職務及び職責をより重視 

   したメリハリある給与制度を実現するため、給料表を改定する。 

     

（４）差額支給の取扱いの終了 

平成30年行政系人事制度改正に係る給料表の切替えに伴う差額支給の取扱い

を終了する。 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

４ 施行日 

  令和８年４月１日 
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職員の給与に関する条例新旧対照表（関連部分抜粋） 
現 行 改正案 

○職員の給与に関する条例 ○職員の給与に関する条例 
昭和３０年４月１日 昭和３０年４月１日 

条例第９号 条例第９号 
（給料表・適用範囲及び職務の級） （給料表・適用範囲及び職務の級） 

第６条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし，各給料

表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところに

よる。 

第６条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし，各給料

表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところに

よる。 
(１) 行政職給料表（別表第１） (１) 行政職給料表（別表第１） 
ア 行政職給料表 （一） ア 行政職給料表 （一） 
イ 行政職給料表 （二） イ 行政職給料表 （二） 

(２) 医療職給料表（別表第２） (２) 医療職給料表（別表第２） 
ア 医療職給料表 （一） ア 医療職給料表 （一） 
イ 医療職給料表 （二） イ 医療職給料表 （二） 
ウ 医療職給料表 （三） ウ 医療職給料表 （三） 

２ 前項の給料表（以下「給料表」という。）は、第２３

条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとす

る。 

２ 前項の給料表（以下「給料表」という。）は、第２３

条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとす

る。 
３ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき

これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、そ

の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第３に掲げ

る等級別基準職務表に定めるとおりとする。 

３ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき

これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、そ

の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第３に掲げ

る等級別基準職務表に定めるとおりとする。 
４ 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する等級別

基準職務表及び人事委員会が定める基準に従い、給料表

に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により

給料を支給しなければならない。 

４ 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する等級別

基準職務表及び人事委員会が定める基準に従い、給料表

に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により

給料を支給しなければならない。 
（昭３２条例１２・全改、昭３５条例１６・昭４

８条例１・昭５０条例１４・昭５３条例１１・平

元条例４０・平２８条例１４・一部改正） 

（昭３２条例１２・全改、昭３５条例１６・昭４

８条例１・昭５０条例１４・昭５３条例１１・平

元条例４０・平２８条例１４・一部改正） 
（初任給及び昇格昇給等の基準） （初任給及び昇格昇給等の基準） 

第７条 新たに職員となった場合並びに職員が１つの職務

の級から他の職務の級に移った場合及び一つの職から同

じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場

合の給料の基準は、人事委員会が定めるところによる。 

第７条 新たに職員となった場合並びに職員が１つの職務

の級から他の職務の級に移った場合及び一つの職から同

じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場

合の給料の基準は、人事委員会が定めるところによる。 
２ 職員を昇格（職員の職務の級をその上位の級に変更す

ることをいう。以下同じ。）させるには、昇格させよう

とする職務の級に適すると認められる場合に限るものと

する。 

２ 職員を昇格（職員の職務の級をその上位の級に変更す

ることをいう。以下同じ。）させるには、昇格させよう

とする職務の級に適すると認められる場合に限るものと

する。 
３ 職員の昇給は、人事委員会が定める日に、同日前で人

事委員会が定める期間におけるその者の勤務成績等に応

じて、行うものとする。 

３ 職員の昇給は、人事委員会が定める日に、同日前で人

事委員会が定める期間におけるその者の勤務成績等に応

じて、行うものとする。 
４ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給さ

せる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部

を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を４号給と

することを標準として人事委員会が定める基準に従い決

定するものとする。 

４ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給さ

せる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部

を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を４号給

（行政職給料表（一）の適用を受ける職員のうちその属

する職務の級が６級であるものにあっては、零号給）と

することを標準として人事委員会が定める基準に従い決

定するものとする。 
５ 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号

給を超えて行うことができない。 
５ 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号

給を超えて行うことができない。 
６ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならな

い。 
６ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならな

い。 
７ 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、職員

の分限に関する条例（昭和３０年葛飾区条例第１３号）

７ 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、職員

の分限に関する条例（昭和３０年葛飾区条例第１３号）

別紙 
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第７条の規定に基づき、その者が降給した日の前日に受

けていた号給より３号給下位の号給（当該受けていた号

給がその者の属する職務の級の最低の号給の上位３号給

以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給）と

する。 

第７条の規定に基づき、その者が降給した日の前日に受

けていた号給より３号給下位の号給（当該受けていた号

給がその者の属する職務の級の最低の号給の上位３号給

以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給）と

する。 
８ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第

１項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）の給料月額は、その者に適

用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲

げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応

じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

８ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第

１項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）の給料月額は、その者に適

用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲

げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応

じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とする。 
９ 第２項から第５項まで及び第７項の規定の実施につい

て必要な基準は、人事委員会が定めるところによる。 
９ 第２項から第５項まで及び第７項の規定の実施につい

て必要な基準は、人事委員会が定めるところによる。 
（昭３２条例１２・昭３５条例１６・昭５０条例

１４・昭５１条例２９・昭５３条例１１・昭６０

条例１・昭６１条例１・平元条例４０・平１３条

例１７・平１３条例６１・平１８条例１９・平２

８条例１４・令４条例４１・一部改正） 

（昭３２条例１２・昭３５条例１６・昭５０条例

１４・昭５１条例２９・昭５３条例１１・昭６０

条例１・昭６１条例１・平元条例４０・平１３条

例１７・平１３条例６１・平１８条例１９・平２

８条例１４・令４条例４１・一部改正） 
（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当） 

第２２条 第１１条第１項の規定に基づき指定する職員が

臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休

日又は休日（次項において「週休日等」という。）に勤

務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を

支給する。ただし、勤務時間条例第１２条第１項の規定

により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務し

なかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しな

い。 

第２２条 第１１条第１項の規定に基づき指定する職員が

臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休

日又は休日（次項において「週休日等」という。）に勤

務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当

を支給する。ただし、勤務時間条例第１２条第１項の規

定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務

をしなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給し

ない。 
２ 前項本文に規定する場合のほか、第１１条第１項の規

定に基づき指定する職員が災害への対処その他の臨時又

は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午

前５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤

務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を

支給する。 

２ 前項本文に規定する場合のほか、第１１条第１項の規

定に基づき指定する職員が災害への対処その他の臨時又

は緊急の必要により午後１０時から翌日の午前５時まで

の間（週休日等に含まれる時間を除く。）であって正規

の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員に

は、管理職員特別勤務手当を支給する。 
３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額（前２項に規定する

勤務に従事する時間を考慮して人事委員会の承認を得て

規則で定める勤務にあっては、その額に１００分の１５

０を乗じて得た額）とする。 
(１) 第１項本文に規定する場合 同項本文の規定による

勤務１回につき、１万２，０００円を超えない範囲内

において人事委員会の承認を得て規則で定める額（当

該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認

を得て規則で定める勤務にあっては、その額に１００

分の１５０を乗じて得た額） 

(１) 第１項本文に規定する場合 同項本文の規定による

勤務１回につき、１万２，０００円を超えない範囲内

において人事委員会の承認を得て規則で定める額 

(２) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務１回に

つき、６，０００円を超えない範囲内において人事委

員会の承認を得て規則で定める額 

(２) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務１回に

つき、６，０００円を超えない範囲内において人事委

員会の承認を得て規則で定める額 
４ 前３項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当

の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規

則で定める。 

４ 前３項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当

の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規

則で定める。 
（平４条例１１・全改、平９条例７・旧第２１条

繰下、平１０条例１０・平２７条例１０・一部改

正） 

（平４条例１１・全改、平９条例７・旧第２１条

繰下、平１０条例１０・平２７条例１０・一部改

正） 
    付 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  （特定の職務の級の切替え） 

２ この条例による改正後の職員の給与に関する条例別表

第１イに掲げる行政職給料表（二）の適用について、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に

おいてその者の属していた職務の級（以下「旧級」とい

う。）が付則別表第１の旧級欄に掲げる職務の級であっ

た職員の施行日における職務の級（以下「新級」とい

う。）は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の

級とする。 

  （号給の切替え） 

３ 施行日の前日において職員の給与に関する条例別表第

１アに掲げる行政職給料表（一）、同表イに掲げる行政

職給料表（二）、別表第２イに掲げる医療職給料表

（二）及び同表ウに掲げる医療職給料表（三）の適用を

受けていた職員であって同日においてその者が属してい

た職務の級が付則別表第２に掲げられている職務の級で

あったものの施行日における号給（次項及び同表におい

て「新号給」という。）は、施行日の前日においてその

者が属していた職務の級及び同日においてその者が受け

ていた号給（同表において「旧号給」という。）に応じ

て同表に定める号給とする。 

  （施行日前の異動者の号給の調整） 

４ 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び特

別区人事委員会（以下「人事委員会」という。）の定め

るこれに準ずるものをした職員の新号給については、そ

の者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをし

たものとした場合との権衡上必要と認められる限度にお

いて、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を

行うことができる。 

  （復職等の日における号給調整の特例） 

５ 施行日の前日から引き続き休職中等（初任給、昇格及

び昇給等に関する規則（昭和５３年特別区人事委員会規

則第１８号）第３３条の規定による休職中、自己啓発等

休業中、配偶者同行休業中、育児休業中、外国派遣中、

公益的法人等派遣中又は停職中をいう。以下同じ。）の

者のうち、次に掲げる職員の施行日後の復職した日、職

務に復帰した日又は再び勤務するに至った日（以下「復

職等の日」という。）における号給は、施行日に復職等

をしていたならば決定されていた号給に調整する。 

 (１) 休職中等の期間の初日から施行日の前日までの間

  に初任給、昇格及び昇給等に関する規則第２条第４号

  に規定する昇給日がある職員 

 (２) 復職等の日に昇格する職員（施行日の前日におい

てこの条例による改正前の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例（平成３０年葛飾区条例第５号）

付則第５項から第７項までに規定する差額に相当する

額を加算した額を受ける職員に限る。） 

  （施行日と同日に昇格等をする場合の号給決定） 

６ 施行日と同日に昇格、降格、昇給、降給又は転職等を

する場合の号給決定は、付則別表第２による切替えを行

った後の号給を基礎として行うものとする。 

  （他の特別区及び特別区の一部事務組合から採用される

職員に対する規定の準用） 

７ 施行日の前日に人事交流により他の特別区及び特別区
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の一部事務組合を退職し、施行日から採用される職員の

初任給決定については、付則第２項から前項まで並びに

付則別表第１及び付則別表第２の規定を準用する。 

  （委任） 

８ 付則第２項から前項までに定めるもののほか、この条

例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 

  （職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部

改正） 

９ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成

３０年葛飾区条例第５号）の一部を次のように改める。 

    〔次のよう〕略 

 付則別表第１（付則第２項関係） 

  職務の級の切替表 省略 

 付則別表第２（付則第３項関係） 

  号給の切替表 

 ア 行政職給料表（一）の適用を受ける職員の新号給 

省略 

 イ 行政職給料表（二）の適用を受ける職員の新号給 

省略 

 ウ 医療職給料表（二）の適用を受ける職員の新号給 

省略 

 エ 医療職給料表（三）の適用を受ける職員の新号給 

省略 

別表第１（第６条関係） 
    （令７条例５４・全改） 

別表第１（第６条関係） 
    （令７条例５４・全改） 

  行政職給料表 
 ア 行政職給料表（一） 省略 

 イ 行政職給料表（二） 省略 

  行政職給料表 
 ア 行政職給料表（一） 省略 

 イ 行政職給料表（二） 省略 

別表第２（第６条関係） 
    （令７条例５４・全改） 
  医療職給料表 
 ア 医療職給料表（一） 省略 
 イ 医療職給料表（二） 省略 

 ウ 医療職給料表（三） 省略 

別表第２（第６条関係） 
    （令７条例５４・全改） 
  医療職給料表 
 ア 医療職給料表（一） 省略 
 イ 医療職給料表（二） 省略 

 ウ 医療職給料表（三） 省略 
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葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例 

 

税務課 

 

１ 改正理由 

地方税法の改正に伴い、公示送達の方法について改めるもの 

 

２ 概要 

地方税法における公示送達は、通知書等の送達を受けるべき者の住所等が明らか

でない場合、地方団体の掲示場に掲示して行うこととされている。 

地方税法の改正に伴い、インターネットを利用して不特定多数の者が公示事項を

閲覧できる状態に置く措置を講じる。あわせて、従来の掲示場への掲示、又は事務

所に設置した電子計算機による閲覧も可能とするものである。 

 

３ 施行日 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第12号に掲

げる規定の施行の日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 

議案第２０号 関係資料 

総 務 部 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 



別紙 

2 

葛飾区特別区税条例新旧対照表（関連部分抜粋） 

現 行 改正案 
○葛飾区特別区税条例 ○葛飾区特別区税条例 

昭和３９年１１月３０日 昭和３９年１１月３０日 
条例第４９号 条例第４９号 

東京都葛飾区特別区税条例（昭和３６年１２月葛飾区条例

第１４号）の全部を改正する。 
東京都葛飾区特別区税条例（昭和３６年１２月葛飾区条例

第１４号）の全部を改正する。 
（公示送達） （公示送達） 

第６条 法第２０条の２の規定による公示送達は、葛飾区公

告式条例（昭和２５年葛飾区条例第６号）第２条に規定す

る掲示場に掲示して行うものとする。 

第６条 法第２０条の２の規定による公示送達は、公示事項

（同条第２項に規定する公示事項をいう。以下この条にお

いて同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に

規定する方法により不特定多数の者が閲覧することがで

きる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載され

た書面を葛飾区公告式条例（昭和２５年葛飾区条例第６

号）第２条に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を葛

飾区の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示した

ものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるこ

とによってするものとする。 
（平２８条例２０・一部改正） （平２８条例２０・一部改正） 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 
第１５条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定し

た総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 
第１５条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定し

た総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 
２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、

法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除く

ほか、それぞれ所得税法（昭和４０年法律第３３号）その

他の所得税に関する法令の規定による所得税法第２２条

第２項又は第３項の総所得金額、退職所得金額又は山林所

得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第６０

条の２から第６０条の４までの規定の例によらないもの

とする。 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、

法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除く

ほか、それぞれ所得税法（昭和４０年法律第３３号）その

他の所得税に関する法令の規定による所得税法第２２条

第２項又は第３項の総所得金額、退職所得金額又は山林所

得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第６０

条の２から第６０条の４までの規定の例によらないもの

とする。 
３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当等（以下

この項及び次項並びに第２０条の３において「特定配当

等」という。）に係る所得を有する者に係る総所得金額は、

当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当等（以下

この項及び次項並びに第２０条の３において「特定配当

等」という。）に係る所得を有する者に係る総所得金額は、

当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。 
４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２４条第１項に

規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関

する事項その他地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下「施行規則」という。）に定める事項の記載

があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額について

は、適用しない。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２４条第１項に

規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関

する事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき

は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用し

ない。 

５ 法第２３条第１項第１７号に規定する特定株式等譲渡

所得金額（以下この項及び次項並びに第２０条の３におい

て「特定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有

する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額を除外して算定する。 

５ 法第２３条第１項第１７号に規定する特定株式等譲渡

所得金額（以下この項及び次項並びに第２０条の３におい

て「特定株式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有

する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額を除外して算定する。 
６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２４条第１項に

規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所

得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記

載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額については、適用しない。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２４条第１項に

規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所

得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記

載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額については、適用しない。 
（昭４１条例２１・昭４２条例３０・平１５条例２

８・平２０条例２１・平２５条例３２・平２７条例

２９・平２９条例２１・令４条例２４・一部改正） 

（昭４１条例２１・昭４２条例３０・平１５条例２

８・平２０条例２１・平２５条例３２・平２７条例

２９・平２９条例２１・令４条例２４・一部改正） 
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 付 則 

 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律（令和５年

法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日か

ら施行する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議決案件工事資料 

 

契約管財課 

 

 

 

 

 

議案第２７号 関係資料 

議案第３２号 関係資料 

総 務 部 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 

- 1 -



- 2 -

議決案件工事箇所図

【議案第27号】
葛飾区立東金町中学校内装改修その他工事（その３）

東金町五丁目３番１号ほか

【議案第32号】
葛飾区立道上小学校外構整備工事

亀有四丁目35番１号



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000002652

件　　名 葛飾区立東金町中学校内装改修その他工事（その３）

履行場所 東京都葛飾区東金町五丁目３番１号ほか

工　　期 契約締結日の翌日から令和９年３月31日まで

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年12月１日

開札日時 令和７年12月22日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社大和建設
代表取締役　小川　和男
東京都葛飾区西水元二丁目11番11号

落札金額 153,870,000 円

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値 備考

株式会社金子工務店 辞退

株式会社佐藤工務店 165,000,000 0.8 27.0 27.8

株式会社田辺工務店 166,430,000 0.1 23.0 23.1

株式会社大和建設 153,870,000 6.9 21.5 28.4 落札

予定価格 166,650,000 円

- 3 -

　　　 　　　　 　          　　 議案第27号関係資料

（葛飾区立東金町中学校内装改修その他工事（その３））



（参 考） 

 

葛飾区立東金町中学校内装改修その他工事（その３） 

内装改修工事     一式 

体育館床改修工事   一式 

トイレ改修工事    一式 

外構工事       一式 

 プール棟改修工事   一式 

- 4 -
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案　内　図

葛飾区立東金町中学校内装改修その他工事（その３）

工事箇所：東金町五丁目３番１号ほか

水元さくら堤

水元小合溜

東金町四丁目
　平成公園

半田小学校

東金町小学校

東水元公園

わかば公園



校舎棟Ｂ校舎棟Ｂ校舎棟Ｂ校舎棟Ｂ校舎棟Ｂ校舎棟Ｂ校舎棟Ｂ

東門東門東門東門東門東門東門

校舎棟Ａ校舎棟Ａ校舎棟Ａ校舎棟Ａ校舎棟Ａ校舎棟Ａ校舎棟Ａ

南門南門南門南門南門南門南門

西門西門西門西門西門西門西門

体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟体育館棟

校庭校庭校庭校庭校庭校庭校庭

- 6 -

配　置　図
（校舎棟）

葛飾区立東金町中学校内装改修その他工事（その３）



更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室
女子女子女子女子女子女子女子トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

男子男子男子男子男子男子男子
更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室

男子男子男子男子男子男子男子
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 配　置　図
（プール棟）

葛飾区立東金町中学校内装改修その他工事（その３）



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 560,285,000 円

永井建設株式会社 559,900,000 0.0 27.0 27.0

株式会社トーヨー冨士工 辞退

備考

株式会社佐藤工務店 557,568,000 0.4 27.0 27.4 落札

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値

開札日時 令和８年２月16日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社佐藤工務店
代表取締役　佐藤　正則
東京都葛飾区新小岩四丁目24番11号

落札金額 557,568,000 円

工　　期 契約締結日の翌日から令和９年２月26日まで

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和８年１月23日

案件番号 0000002833

件　　名 葛飾区立道上小学校外構整備工事

履行場所 東京都葛飾区亀有四丁目35番１号

- 8 -

　　　 　   　 議案第32号関係資料

（葛飾区立道上小学校外構整備工事）



（参 考） 

 

葛飾区立道上小学校外構整備工事 

校庭整備工事       一式 

付属棟建築工事      一式 

 防球ネット等設置工事   一式 

 電気設備工事       一式 

- 9 -



- 10 -

案　内　図

葛飾区立道上小学校外構整備工事

工事箇所：亀有四丁目35番１号

JR
常
磐
線

亀有駅

亀
有

新
道

環
七
通
り

　東京都立
東部地域病院

中之台小学校

亀有中学校

曳
舟
川
親
水
公
園
通
り

こち亀記念館

亀有公園

上千葉砂原公園

　  東京都立
  農産高等学校



・
1
.
1
5

1
.
1
5

道
路

境
界

線

道路境界線

隣
地

境
界

線

隣地境界線
道

路
境

界
線

道路境界線

駐輪場

倉庫・便所棟

N
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配　置　図

葛飾区立道上小学校外構整備工事

　　新校舎
（工事対象外）



 

 

 

葛飾区と明治安田生命保険相互会社との連携・協力に関する協定の締結について 

 

政策企画課 

 

１ 趣旨 

  本区と明治安田生命保険相互会社とは、令和４年に葛飾区教育委員会と締結した

「区民のスポーツ振興及び健康増進に関する連携協定」に基づく、各種スポーツイ

ベント等における健康ブースの出展のほか、おいでよ亀有WinterFestivalやふるさ

と・クリスマスマーケット等の地域イベントにおいても健康ブースを出展いただく

など、様々な形で連携・協働を進めてきた。 

今後、更なる健康増進や各種講座の実施、本区事業のＰＲなど、より一層の連携・

協働を進めていくため、同社と包括的な連携協定を締結するもの 

 

２ 葛飾区と明治安田生命保険相互会社との連携・協力に関する協定書 

  別紙（案）のとおり 

 

３ 今後の予定 

協定締結後、明治安田生命保険相互会社と相互に協議を行い、更なる区民サービ

スの向上や地域の活性化等に向け、連携・協働しながら事業の推進を図っていく。 

 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .１ 

政 策 経 営 部 

令和８年３月１８日 
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葛飾区と明治安田生命保険相互会社との連携・協力に関する協定書 

 
 
 葛飾区（以下「甲」という。）と明治安田生命保険相互会社（以下「乙」とい

う。）とは、相互の連携を強化し、地域の発展に資するため、次のとおり協定を

締結する。 
 
（目的） 
第１条 本協定は、甲及び乙がそれぞれの資源を有効に活用し、相互に密接に

連携し、及び協力することで、区民サービスの向上及び地域の発展に資する

ことを目的とする。 
 
（連携事項等） 
第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項に

ついて連携し、及び協力する。 
⑴ 区民の健康増進に関すること。 
⑵ 文化・スポーツ振興に関すること。 
⑶ 産業・観光振興に関すること。 
⑷ 防災・防犯対策に関すること。 
⑸ 環境保全・緑化推進に関すること。 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、区民サービスの向上及び地域の発展に資す

る取組に関することであって、甲と乙が協議の上必要と認めること。 
２ 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲及び乙は必要に応じて

協議を行うものとし、具体的な実施事項については、甲及び乙の合意の上、

決定する。 
 
（有効期間） 
第３条 本協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、本協

定の有効期間が満了する１か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し

出を行わないときは、更に１年間この協定は更新され、その後も同様とする。 
 
（協定内容の変更及び解除） 
第４条 甲及び乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その

都度協議の上、必要な変更を行うものとする。 
２ 本協定の履行に関し特別の事情が生じた場合は、甲と乙が協議の上、解除

することができるものとする。 

（案） 別 紙 
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（守秘義務） 
第５条 甲及び乙は、本協定に基づく事業の実施において知り得た相手方の秘

密情報及び個人情報を、第三者に開示し、若しくは漏えいし、又は本協定の

目的外に利用してはならない。ただし、事前に相手方当事者の書面による承

諾又は対象の個人の同意を得た場合及び法令等に基づく場合は、この限りで

ない。 
２ 甲及び乙は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、前項に定める守

秘義務を負うものとする。 
 
（その他） 
第６条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲

及び乙の協議の上、これを定めるものとする。 
 
 
 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ署名の上、

各自その１通を所持する。 
 
 
 
令和８年 月 日 

 
甲   東京都葛飾区立石五丁目 13 番 1 号 

葛飾区 
葛飾区長 青 木 克 德 
 

 
 

                          乙   東京都足立区千住一丁目 12 番１号 
                   明治安田生命千住ビル６階 

明治安田生命保険相互会社 
千住支社長   
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葛飾区のＳＤＧｓ推進に向けた令和８年度の取組について 

 

ＳＤＧｓ推進担当課  

 

１ 趣旨 

本区は、令和３年度に策定した「葛飾区基本計画」の基本方針の１つである「区

民との協働による、いつまでも幸せに暮らせるまちづくり」の下、持続可能なまち

づくりを進めている。 

この間、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けて施策の総合的な推進を

図るため、区長を本部長とする葛飾区ＳＤＧｓ推進本部を設置し、「葛飾区ＳＤＧ

ｓ推進計画」（以下「推進計画」という。）を策定したほか、区民・事業者等に向

けた普及啓発や職員の理解促進等、全庁を挙げて様々な取組を展開してきたところ

である。 

この度、令和８年度当初予算案に基づく本区のＳＤＧｓ推進に向けた取組を報告

するものである。 

 

２ ＳＤＧｓ各ゴールの実現に向けた令和８年度の主な取組の方向性 

推進計画において、ＳＤＧｓの実現に向けて本区が更に推し進めるべき取組の方

向性を示すとともに、区民・事業者等の多様な主体との連携・協働を進めていくた

めに共有する指針を定め、「葛飾区中期実施計画」においてＳＤＧｓかつしか未来

プロジェクトの具体化を図ったところである。 

  本計画を踏まえ、ＳＤＧｓ各ゴールの実現に向けた令和８年度の主な取組の方向

性について、別紙のとおり取りまとめた。 

 

３ 普及啓発等の取組 

ＳＤＧｓの実現に向けては、職員一人一人がＳＤＧｓの趣旨を十分に理解し、庁

内連携を図りながら各施策・事務事業の取組を進めていくことが必要である。ま

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .２ 

政 策 経 営 部 

令和８年３月１８日 
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た、区民・事業者等はもとより、未来の子どもたちに対しても、その考え方を広く

周知・啓発することで、持続可能な社会の担い手を育んでいくことが重要である。 

区民・事業者等の多様な主体と区が連携し、協働しながら、ＳＤＧｓが目指す経

済・社会・環境の全ての面における発展に向けた取組を進められるよう、令和８年

度は以下のとおりＳＤＧｓに関する様々な普及啓発活動を実施する。 

（１）（仮称）かつしかっ子ＳＤＧｓアワード  

  ア 趣旨 

持続可能な社会の実現に向けて、子どもたちが日常や学校生活の中でＳＤＧ

ｓを意識し、主体的に取組を実践することは持続可能なより良い未来につなが

る。 

葛飾区の区立小・中学校におけるＳＤＧｓに資する優れた取組を表彰する制

度を創設し、各取組を広く周知することで、子どもたちの意識向上を図るとと

もに、地域全体のＳＤＧｓを更に推進する。 

イ 対象  

 区立小・中学校 

ウ 実施方法 

  年度当初に、子どもたちが主体となって実践しているＳＤＧｓに資する取組

について各校に応募依頼を行った上で、小・中学校から２校ずつ選定し、表彰

する。 

エ その他 

応募のあった取組は、広報かつしかやかつしかのきょういく、ＳＮＳ等、様

々な媒体を活用して広く紹介する。 

（２）健康アプリ（モンチャレ）事業との連携による取組  

健康アプリ（モンチャレ）を活用し、ＳＤＧｓの実現に資する活動に対して、

「かつしかＰＡＹ」に交換できるポイントを付与しながら、区民・事業者等との

協働によるＳＤＧｓの取組を更に推し進める。 

ア 各課事業との連携 

各課が実施する講座やイベントのポスターやチラシ等にＳＤＧｓ17のゴール

アイコンやロゴを入れて区民へ周知を図りつつ、ＳＤＧｓの実現に資する区民

2



等の活動にポイントを付与することで、更なる行動変容を促進する。 

イ 健康アプリ機能の活用 

利用者アンケートを年４回実施し、区民等のＳＤＧｓに対する意識の醸成や

行動変容へつなげる。また、アンケート結果から次年度以降の施策検討に生か

す。 

（３）イベント等の取組  

区が実施するイベントのポスターやチラシ等にＳＤＧｓ17のゴールアイコンや

ロゴを入れるなど、区が実施するイベントとＳＤＧｓとの関連をＰＲすることに

より、更なるＳＤＧｓの実現に向けた行動の促進を図る。 

（４）葛飾区ＳＤＧｓ宣言事業  

   区内のＳＤＧｓ活動を促進するため、ＳＤＧｓ達成に向け目標を決め宣言した

事業者等に「ＳＤＧｓ宣言証」を発行している。令和８年２月27日時点で362件の

宣言があり、宣言を行った事業者については、引き続き、取組内容等を区公式ホ

ームページ等で発信する。 
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別紙 

 

葛飾区におけるＳＤＧｓ各ゴールの実現に向けた 
令和８年度の取組の方向性について 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 
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「持続可能な葛飾」の実現に向けて 

平成２７年の国連サミットにおいて掲げられたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

について世界的な取組が進められる中、国においても「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ）推進本部」の下、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」、「ＳＤ

Ｇｓアクションプラン」を策定し、全国の地方自治体、企業、地域団体等におい

て、その達成に向けた取組が進められています。本区では、３年度に策定した

「葛飾区基本計画」の基本方針の１つである「区民との協働による、いつまでも

幸せに暮らせるまちづくり」の下、持続可能なまちづくりを進めるため、区長を

本部長とする「葛飾区ＳＤＧｓ推進本部」を設置し、ＳＤＧｓの実現に向けた取

組の推進や啓発・理解促進等を行ってきました。  

４年度には、「葛飾区ＳＤＧｓ推進計画」を策定し、ＳＤＧｓの達成に向けて

本区が特に重点的・先行的に進めていく取組を「かつしか未来プロジェクト」と

して掲げるとともに、「葛飾区中期実施計画（６年度～９年度）」において具体的

な事業を位置付け、ＳＤＧｓの実現に向けた取組を推進しています。  

８年度においては、「健康・長寿のまちづくり」、「子育て支援・教育環境の充

実」、「安全・安心に暮らせるまちづくり」、「環境にやさしく快適でにぎわいある

まちづくり」、「区民サービスの向上」等の本区の持続可能な発展に資する取組を

重点的に推し進めるとともに、子ども・若者から高齢者まで幅広い世代の方々が

日常的にＳＤＧｓを意識し、その実現につながる具体的な行動を促進していくた

めの取組を進めてまいります。  

今後も、区民・事業者・地域団体等の多様な主体と連携・協働を進め、ＳＤＧ

ｓが目指す経済・社会・環境の全ての面における発展に向けて取り組み、誰もが

幸せに暮らせる「持続可能な葛飾」の実現を目指していきます。 
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計画事業として「生活困窮者自立支援事業」などを行っているほか、生活保護やひとり親

家庭自立支援などを行っています。あらゆる貧困を無くし、誰もが平等に教育や医療を受け
られる社会を実現する取組を行っています。 
 
 

 
くらしのまるごと相談事業 
 高齢・障害・子ども・生活困窮等の世帯の様々な悩みを総合的に受け止め、その人らし
く地域で暮らしていくことができるよう、一人一人の実情に寄り添った支援を行います。
また、社会福祉協議会と連携し、8050 問題に代表されるような、ひきこもりなどの「社会
的孤立」に対する課題に対応するための取組を進めます。 
 
生活困窮者自立支援事業 
 生活に困窮する区民に対して、就労支援や家計改善、住居確保給付金の支給などを行い、
自立した生活を送れるよう支援するとともに、複合的な課題を抱えた世帯等についてくら
しのまるごと相談窓口と連携しながら、世帯全体の自立に向けた支援を実施します。 
 
住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金給付事業 
 令和７年度の住民税均等割が非課税又は均等割のみ課税の世帯に対し、給付金を支給し
ます。 
 
子ども・若者支援体制の充実 

  養育環境に課題を抱える子ども等に対し、居場所の提供や生活習慣の形成の支援等を行
う児童育成支援拠点事業を実施する団体を対象に、運営費等を補助する助成制度を新たに
創設します。 

 
社会的養護自立支援拠点事業 
 児童養護施設や里親などのもとを離れた社会的養護経験者（ケアリーバー）等の孤立を
防ぎ、必要な支援に適切につなぐため、相互の交流を行う場所を設けるとともに、必要な
情報の提供、相談及び社会的養護経験者等の支援に関する関係機関との連絡調整、その他
の必要な支援を行う社会的養護自立支援拠点事業を実施します。 

 
 学用品の学校備品化 

これまで保護者負担で購入していた学用品の一部を学校備品として配備することで、子
育て世帯の経済的負担を軽減します。 
 
 
 
 

貧困をなくそう 
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計画事業として「農地保全支援事業」などを行っているほか、栄養指導事業やかつしかの

元気食堂推進事業などを行っています。誰もが栄養のある食事をとることができるよう、栄
養不足を解消する取組や地球環境を守りながら農業を進める取組を行っています。 
 
 

 
子ども・若者活動団体支援 

  社会生活を営む上で様々な困難や事情を有する子ども・若者を支援するため、引き続き、
子ども食堂の運営等を行う地域活動団体への助成を実施します。 
 
学校給食費の完全無償化 
 児童・生徒の心身の健全な発達と保護者の負担軽減を図るため、引き続き学校給食の無
償化を実施します。あわせて、食材価格高騰に対する公費負担の拡大を継続し、栄養バラ
ンスのとれたおいしい給食を提供します。 
 
農地保全支援事業 
 貴重な都市農地を残すため、特定生産緑地制度による指定を円滑に進めながら、防災や
環境保全等の多様な機能を持つ都市農地への区民理解を深め、その機能の発揮に資する事
業を実施し、貴重なオープンスペースである農地の保全を図っていきます。 
 

  

飢餓をゼロに 
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計画事業として「区民と事業者の健康活動促進事業」を行っているほか、がん対策の総合
的な推進や感染症予防対策、高齢者の介護予防事業などを行っています。 

病気を予防したり、適切な医療・福祉制度を整えたりすることなどにより、誰もが健康で
幸せな生活を送れる社会を実現する取組を行っています。 

 

 

区民と事業者の健康活動促進事業 
一人一人に最適な健康づくりの提案やフィードバックができるスマートフォンアプリ

（モンチャレ）を区民等に提供し、楽しく自然と健康になれる環境を整備します。また、
健康経営を実施している区内事業者の認証や融資のあっせんを実施することにより、区内
事業者の健康経営を促進します。 

 
眼科健康診査 

自覚症状がなく進行し、視覚障害の原因となる緑内障、糖尿病性網膜症、黄斑変性、白
内障等の目の疾患を早期発見するため、45 歳、60 歳としている眼科健康診査の対象年齢
に 50 歳を追加します。 

健康診査等の受診案内統合化 
健康診査等の受診の機会を確実に提供できるよう、健康診査ごとに送付している受診案

内を一つに統合し、一度にまとめて送付することで、健康診査等の情報を得やすい仕組み
を整えます。 
 
シルバーパス購入費助成事業 
 高齢者の外出を促進させ、健康の増進を図るため、全ての 70 歳以上の方のシルバーパ
ス購入に係る自己負担額が 1,000 円となるように助成します。 
 
認知症施策推進事業 

「葛飾区認知症施策推進計画」に基づき、認知症施策を総合的かつ計画的に推進します。 
 
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 
 全ての子どもの育ちを支援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子
育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するた
め、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に保育施設等を利用できる「こども誰でも通園制
度」を実施します。 
 
スポーツ施設の利用しやすい環境整備 
 水元公園において、競技大会を開催できるスケートボード広場の整備に向けた設計を進
めます。あわせて、奥戸総合スポーツセンター陸上競技場を天然芝化することで、スポー
ツ環境の更なる充実を図り、区民の皆様が多様なスポーツに親しむことができるよう取組
を進めます。 

すべての人に健康と福祉を
に 
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計画事業として「総合的な学力向上事業」を行っているほか、ＩＣＴを活用した図書館サ
ービスや家庭教育支援事業などを行っています。 
 誰もが平等に質の高い教育を受けられるようにする取組を行っています。 

就学前教育の質向上の推進 
区内の教育・保育施設を対象に、日常の保育を他園の保育者に見学してもらう公開保育

を実施し、前向きな意見等をもらう取組を支援することで、各園が相互に学び合いながら
就学前教育の質の向上を目指す取組等を推進します。また、特色ある幼児教育の補助対象
を拡大し、他園の取組を参考にして自園で実践する取組等に対しても補助することで、好
事例の更なる横展開を図ります。 

 
学校施設等を活用した放課後子ども支援事業 

「かつしかプラス」の実施校を新規で 1 校開始するとともに、「夏季一時学童」は５クラ
ブ拡大するなど、放課後等の子どもの居場所の充実に取り組みます。 
 
総合的な学力向上事業〜次代に活躍する人材の育成〜 

「読み解く力」を育むことを目指し、新聞記事を教材としたワークシートの対象学年を
拡大します。また、学習センター（学校図書館）の活用を推進するとともに、かつしかチ
ャレンジプログラムの取組に、読解力及び情報活用能力を高め、探究的な学びに取り組む
コースを新設します。 

 
教育情報化推進事業 

プログラミング教育の更なる推進を図るため、小学校で使用するプログラミング教材をセ
ンサーと連携した動作等幅広い動きが可能なものに更新するとともに、かつしかチャレンジ
プログラムのプログラミングコースに小学生向け、中学生向けともに入門コースを新設しま
す。 
 
放課後及び夏季休業期間等の学習センターの開放 

放課後や夏季休業期間等に学校司書を学習センター（学校図書館）に配置し、子どもた
ちの読書活動や探究的な学びを充実させ、主体的な学びや課題を見つけ解決する力を高め
ます。 

 
発達障害の可能性のある子どもに対する重層的な支援体制の充実 

全ての小学校の特別支援教室と、知的障害特別支援学級及び自閉症・情緒障害特別支援
学級を設置している全ての小・中学校にデジタル教材の導入を拡大し、発達特性等のある
児童・生徒が円滑な学校生活を送ることができるよう学習環境を整えます。さらに、「ペ
アレントトレーニング」の対象を拡大して実施します。 

 
不登校対策プロジェクト 
 全中学校で「校内サポートルーム」の運営を開始します。また、「登校サポーター」の配置
を小学校３校に拡大するほか、「チャレンジクラス」を双葉中学校に設置します。 

質の高い教育をみんなに 
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計画事業として「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）応援事業」を行ってい
るほか、配偶者暴力防止事業や相談事業（女性の自立支援等）などを行っています。 
 性別にかかわらず、誰もが、社会のあらゆる場面において、対等な立場で個性と能力を発
揮できる社会の実現に向けた取組を行っています。 
 
 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）応援事業 
 区民一人一人が、それぞれの希望に応じて「仕事」と子育て・介護・地域活動などとい
った「仕事以外の生活」の調和（ワーク・ライフ・バランス）を図ることができるよう、
企業への支援及び区民向け講座の開催や情報誌の作成・配布、イベントでの啓発活動を実
施します。 
 
ゆりかご葛飾の推進 

母子保健部門と児童福祉部門を一体的にマネジメントする「こども家庭センター」機能
を整備し、両部門の連携を強化します。 
 
産後ケア事業の充実 

通所型・居宅訪問型に多胎児受入加算を導入するとともに、多胎児を養育する母親の利
用上限回数を引き上げます。また、産婦健康診査に都内共通受診方式を導入します。 
 
避難行動要支援者対策等の充実 

避難行動要支援者等が、災害時に適切な避難行動を行うための「個別避難計画」につい
て、特に水害の被災リスクの高い方を対象に作成支援を実施します。また、妊娠後期の妊
婦や、産婦、乳児・保護者のための避難所について、施設の設置や支援体制の構築を進め
ていきます。 

 
  

ジェンダー平等を実現しよう 
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 計画事業として「災害時協力井戸設置助成」を行っているほか、水質汚濁監視測定や公衆
便所維持管理などを行っています。 
 全ての人が安全な水とトイレを利用できるようにし、衛生的な環境を確保する取組を行っ
ています。 
 
 

学校避難所の防災機能の強化 
災害時の断水や設備破損に備えて、避難所となる小・中学校にマンホールトイレの整備

を行うとともに、マンホールトイレの水利を確保するため、令和８年度は、３校の井戸整
備を進めます。 
 
災害時協力井戸設置助成 

災害時に支援が必要となる方が入所・通所している福祉施設等では、断水に備えて生活
用水の確保が重要になります。このような施設に井戸を設置し、災害時には区民にも使用
できるよう措置する場合に、井戸設置にかかる費用を助成します。 

公共施設のトイレ環境整備の推進 
地域コミュニティ施設や公園等の公共施設に設置している和式トイレの洋式化などによ

り、施設を利用する誰もが快適に過ごすことのできる環境を整備します。 

葛飾あらかわ水辺公園の環境整備 
公園の維持管理や公園利用者の利用環境の向上に向けて、施設更新工事や水道等インフ

ラ設備の設計を行い、関係機関との協議を進めます。また、自己循環型水洗トイレの設置
を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全な水とトイレを世界中に 
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 計画事業として「区民の環境行動推進」を行っているほか、公共施設における省エネ改修
の推進（区の環境行動推進）や商店街装飾灯ＬＥＤ化事業費助成などを行っています。 
 電気やガスなどのエネルギーを、安く安定して使うことができる社会にし、さらに、環境
にやさしいエネルギーを増やす取組を行っています。 
 
 

区民の環境行動推進・事業者の環境行動推進 
エコ助成金制度について、HEMS と太陽光発電システムとの併設加算の新設や、高断熱

住宅に係る ZEH 加算の金額増などの充実を図るほか、区内の再生可能エネルギーの推進
等に取り組むとともに、区民や事業者が省エネ行動を率先できるよう、環境意識の醸成と
インセンティブの提供を行います。 
 
区の環境行動推進 

公共施設における省エネ改修については、空調設備の高効率化（常盤中学校、かつしか
ボランティアセンターほか)、照明設備の LED 化（新宿小学校ほか７校、常盤中学校ほ
か１校ほか）を進めます。また、公共施設において、再生可能エネルギー電力の導入や太
陽光発電システムの設置を進めていきます。 

 
省エネ住宅等普及促進事業 

ゼロエミッションかつしかの実現に向けて、健康と環境に大きく貢献する住宅の高断熱
化や省エネ・再エネ設備の設置を一層推進させるため、設計者・施工者・区が協働しなが
ら、高断熱で快適な省エネ・再エネ健康住宅の普及を促進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エネルギーをみんなにそしてクリーンに 
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計画事業として「区内産業人材育成支援事業」を行っているほか、雇用支援事業や製造業
顕彰事業などを行っています。 
 経済成長を進めるとともに、全ての人が働きがいのある、人間らしい仕事(ディーセント・
ワーク)ができる社会を目指す取組を行っています。 
 

高齢者福祉施設の運営基盤の強化 
福祉人材の確保、定着、育成を支援するため、ハローワーク等と連携した合同就職相談

会やスキルアップ研修、生活介護員の養成研修等を実施するほか、ICT の活用促進にかか
る費用助成や、地域密着型事業所従事者の家賃助成等の各種費用助成を実施します。 
 
区内事業所と連携した障害者就労の促進 
 18 歳以上の就労意欲を持つ障害のある方に対して、就労支援事業所や就労支援機関と
連携して職場定着のための取組を行います。また、区内事業者に障害者雇用への理解を働
きかけ、身近な地域での雇用機会の拡大を図ります。さらに、自主生産品販売所の運営支
援や共同受注窓口のＰＲを強化します。 
 
総合的な保育充実支援 
 質の高い保育の提供を目指すため、就職フェアを幼稚園等の教育施設に広げて実施する
などの保育人材の安定的な確保の支援や、宿舎借上支援事業の補助対象の拡大などの保育
士等の経済的負担軽減の支援により、保育士等の働く環境を改善し、人材の定着を図りま
す。 
 
雇用支援事業 

区内事業所への情報提供の強化や求職登録者・区内在勤者向けの社会保険労務士による
相談窓口を開設するなど、区内事業者・求職者それぞれの支援を拡充します。 
 
区内産業人材育成支援事業 

区内企業が技術・技能・知識等の習得を目的として実施する人材育成活動や物流事業者
等の免許取得等にかかる経費の一部を助成し、多様な技術ニーズに対応できる人材を増や
すことで、区内産業の活性化を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 

働きがいも経済成長も 
 

13



 
 
 
 
 計画事業として「葛飾ブランド支援事業」を行っているほか、伝統産業販路拡大支援事業
や創業支援事業などを行っています。 
 産業の活性化を図りながら、持続可能な産業化の促進や新たな産業を生み出すインフラを
整備する取組を行っています。 
 
 
 

葛飾ブランド創出支援事業 
区内製造業者が開発した優良製品・技術を「葛飾ブランド」として認定し、「葛飾町工場

物語」をＰＲ冊子として配布するとともに、展示会への出展や専用ホームページなどによ
るＰＲを行い、販路拡大を図ります。また、認定事業者が自社製品等のＰＲ力を高めるた
め、プロモーションのスキル取得を支援します。 
 
伝統産業販路拡大支援事業 

伝統産業職人会等が葛飾区の伝統工芸品を広く知らしめ、販売の機会を拡大することを
目的に、区内外会場で展示販売する催しを開催・参加するための経費や、EC サイトで販売
する経費の一部を助成します。 
 
創業支援事業 

区と関係機関・団体が協働し、区内で創業を目指す方に、創業前から創業後の経営安定
までの間、情報やノウハウの提供、資金融資、人材確保などについて一貫した支援を行い
ます。また、創業塾や入門セミナーを開催するとともに、創業塾生の交流会を継続的に開
催するなど、創業支援の強化を図ります。 
 
事業承継支援事業 

区と関係機関・団体が協働し、地域産業の優れた技術を引き継ぎ、区民の雇用を確保す
るため、情報やノウハウの提供、資金融資などにより、円滑な事業承継に向けた支援を行
います。また、引き続き、事業承継に精通した専門家によるワンストップの相談体制を継
続します。 

 
区内中小企業デジタル化支援事業 

区内中小企業に対して、デジタル導入のための専門家による IT 相談、補助金の交付を行
うとともに、伴走的な支援を実施することで、企業のデジタル化を促進し、業務の効率化
や生産性向上を図ります。 

 
 
 
 

 
 

産業と技術革新の基盤を作ろう 
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 計画事業として「多文化共生社会の推進」を行っているほか、人権・多様性への理解促進
事業や障害者差別解消推進などを行っています。 
 あらゆる差別や偏見を無くし、誰もが、互いの個性や文化の違いを認め合う社会の実現に
向けた取組を行っています。 
 
 
 

人権・多様性への理解促進事業 
 人権や多様性に関する身近なテーマを取り上げた啓発紙等を作成・配布し、人権課題に
対する知識の普及と理解促進を図ります。また、全ての区民が人権・平和・多様性を尊重
し、豊かな地域社会を目指す「（仮称）葛飾区人権基本条例」の制定に向けた検討を引き続
き行います。 
 
バリアフリー事業 
 「葛飾区移動等円滑化促進方針」に基づき、葛飾区全域において、バリアフリーについ
ての考え方を共有し、施設整備や改修に関するハード面と、心のバリアフリーに関するソ
フト面によるハード・ソフト両面の取組を推進します。金町駅圏の移動円滑化基本構想の
改定に向けた検討を進めます。 
 
多文化共生社会の推進 

住民同士の交流が主体的に行われる多文化共生社会づくりを推進するため、防災訓練を
通じた交流等、外国人区民と日本人区民が文化・習慣に対する相互理解を深める事業を実
施します。 

 
障害者施設の拡充支援 
 重度障害者や医療的ケアが必要な障害者が住み慣れた地域で生活していくために、重度
障害者支援助成や重度障害者グループホーム運営費助成を実施します。 

障害者スポーツの推進 
障害者が自主的かつ積極的に安心してスポーツ活動に取り組めるよう、パラスポーツ指導

員の養成と発掘を進めます。また、ボッチャやフロアホッケー等のユニバーサルスポーツの普
及や指導員・ボランティアの育成を図ります。 

 

 

 

 
 
 

 
 

人や国の不平等をなくそう 
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 計画事業として「民間建築物耐震診断・改修事業」を行っているほか、公害発生源規制・
指導や空家等対策、バス交通の充実などを行っています。 
 誰もが安全で必要なサービスを受けられ、住みやすいまちづくりの取組を行っています。 
 
 

良質な住宅の確保 
 子どもから高齢者まで誰もが安心して快適に暮らすことができる良質な住宅を確保する
ため、分譲マンションの管理適正化の推進、子育て世帯向けの設備や防災機能を備えた良
質な集合住宅の誘導、高齢者向け優良賃貸住宅の移行を含めたセーフティネット専用住宅
への支援を進めます。また、外壁剥落等の危険な状態にあるマンションを把握し、適切な
管理を促すため、外観調査を実施します。 
 
空家等対策 

外観調査による管理不全空家等の認定を進め、所有者に対する適切な措置を行うほか、
条例に基づく緊急安全措置の実施や助成制度を活用した特定空家等の除却促進、財産管理
制度の積極的な活用に取り組みます。 
 
民間建築物耐震診断・改修事業 

建築士による地域説明会を開催し、耐震化に対する意識啓発及び知識の普及を図ります。
また、木造住宅に対する耐震改修設計・耐震改修にかかる費用助成の助成限度額を引き上
げるとともに、障害者等が居住する住宅の場合の助成額を増額します。 

 
災害対策本部運営の強化 

備蓄品の輸送やプッシュ型支援物資の受入れについての災害時物資輸送計画を策定しま
す。また、葛飾区総合防災情報システムを訓練等に活用し、職員の習熟を図るとともに、
区民向けの防災ポータルサイトによる円滑な情報発信を進めます。 
 
新金線を活用した新たな交通システムの整備 
 「新金線を活用した新たな交通システム整備構想」に基づき、新金線用地の基礎調査や
道路予備設計等を行い、事業化計画の策定に向けて取り組みます。 
 
バス交通の充実 

区内バス交通の維持・充実に向け、バス利便施設の整備やバス運転手の確保・定着促進
に向けた待遇改善や採用活動、女性が働きやすい職場環境整備を積極的に行うバス事業者
を支援します。 
 
亀有・柴又地域観光拠点施設活用推進事業  

こち亀記念館や令和８年度に開館予定の柴又川甚まちなみ館を核として、新たな観光客
層の誘客や来訪者の回遊性向上、地域のより一層のにぎわい創出につながる魅力ある事業
を実施します。地域との協働による観光まちづくりを推進し、観光による商店街振興、地
域活性化など地域の持続的な発展を図ります。 

住み続けられるまちづくりを 
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 計画事業として「資源循環による環境負荷の低減促進」を行っているほか、資源回収や粗
大ごみ収集運搬などを行っています。 
 ものを作ったり、使ったりするときに、資源を無駄にしないで地球環境に配慮する取組を
行っています。 
 

 

資源循環による環境負荷の低減促進 
引き続き、製品プラスチック等の分別回収・資源化を区内全域で実施することで、資源

を燃やすことなくごみの減量につなげていきます。 
 

かつしかルール推進事業 
区民・事業者・区の三者で構成する「かつしかごみ減量・リサイクル推進協議会」を牽

引役として、三者が協働してごみの減量や３Ｒを推進するための体制をつくり、主体的に
取り組むことで持続可能な資源循環型地域社会の形成を促進します。 

 
機械設備メンテナンス等助成事業 

  区内の製造業を営む中小企業が、区の経営相談を利用して工場内の機械設備のメンテナ
ンス計画を立てた場合、製造から長期間経っている加工機械の修理及びメンテナンス経費
の一部を補助します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つくる責任、つかう責任 
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 重点事業として「気候変動適応策の推進」を行っているほか、地球温暖化対策推進や地域
防災活動支援、水害対策の強化などを行っています。 
 気候変動やそれに伴う災害に立ち向かうため、具体的な対策を考え、今すぐ行動に移せる
ための取組を行っています。 

 
 
区民の環境行動推進・事業者の環境行動推進（再掲） 

エコ助成金制度の充実や、区内の再生可能エネルギーの推進等に取り組むとともに、区
民や事業者が省エネ行動を率先できるよう、環境意識の醸成とインセンティブの提供を行
います。また、五泉市と協働して、小学生の親子を対象とした五泉市自然体験ツアーを実
施します。 
 
区の環境行動推進（再掲） 

公共施設における省エネ改修については、空調設備の高効率化（常盤中学校、かつしか
ボランティアセンターほか)や照明設備の LED 化（新宿小学校ほか７校、常盤中学校ほ
か１校ほか）を進めます。また、公共施設において、再生可能エネルギー電力の導入や太
陽光発電システムの設置を進めていきます。 

 
気候変動適応策の推進 

温室効果ガスの排出量を抑制する取組（緩和策）に合わせ、温暖化やそれに伴う気候変
動に適応し、被害を回避・軽減する取組（適応策）を推進します。熱中症対策実行計画を
踏まえ、気候変動への適応について、各種事業と連携して実施します。また、熱中症特別
警戒情報が発表されたときに暑さをしのぐ場所として、地区センターや図書館などの公共
施設を指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）として指定します。 

 
熱中症予防対策支援事業 

猛暑時の一時的な避難・休憩場所とすることができる一時涼み所を、総合庁舎や地区セ
ンターなどの公共施設をはじめ、区内の民間事業所に設置し、高齢者の熱中症を予防しま
す。また、夏季の酷暑による深刻な健康被害を予防するため、経済的な理由で自宅にエア
コンを設置していない世帯等に対して、エアコン購入及び設置に要する費用の助成を実施
します。 

 
 
 
 
 

 
 
 

気候変動に具体的な対策を
に 
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本区は直接海には接していませんが、中川や荒川等、東京湾に流れ込む河川に囲まれてい
ます。区民、地域団体、事業者、他自治体等と連携・協働して河川沿岸部のごみ拾いや知識
の共有、住民参加の場づくり等を行う河川愛護活動や河川浄化運動等によって川の水質や生
態系を維持・改善し、海の水質や海洋生態系の保全に貢献しています。ごみや生活排水など
による海洋汚染や過剰な漁獲などを防ぎ、海と海の資源を守ることにつながる取組を行って
います。 

 
 
 
 
 
 計画事業として「生物多様性の保全」を行っているほか、野鳥等の保護・被害対策や樹木
保全事業、緑と花のまちづくり事業などを行っています。 
 緑や自然を守り、生きものを大切にすることで、陸の生態系を保護する取組を行っていま
す。 
 

川を活かした街づくり 
高砂橋から上流の国土交通省が管理する中川において、飲食等を楽しめる拠点整備、災

害時だけでなく、舟運等にも活用できる船着場や河川・水辺空間までの動線整備など、身
近に感じることができる水辺空間の整備を進めます。 

金町拠点整備の設計を行うとともに、次期拠点整備の基本計画を作成します。また、中
川右岸緑道公園における親水テラスの照明設備の実施設計、整備工事を行います。 

 
緑と花のまちづくり事業 
 活動団体による花壇活動の推進や、一般区民が花に親しむ活動を拡充することにより、花
いっぱいのまちづくりの意識を広め、より身近に花を感じられる空間を増やします。 

 
「全国みどりと花のフェアかつしか」の開催 

国、東京都等の関係自治体、地域住民及び事業者等との連携・協働により、「全国みどり
と花のフェアかつしか（以下「フェア」という。）」を開催します。また、フェア開催期間
中には、毎年、全国の自治体を巡って開催されている「全国「みどりの愛護」のつどい」
を開催します。 

 
生物多様性の保全 

「第２次生物多様性かつしか戦略」や「第２次生物多様性かつしか戦略実行計画」に基
づき、環境学習や自然環境調査等を通じて生物多様性の保全の重要性の啓発を進めます。 

また、メダカを小学校や区民に配布することにより、生き物の保全を図るとともに、  
生き物への関心を高め、自然環境活動の取組を広げます。 
 

海の豊かさを守ろう 
 

陸の豊かさも守ろう 
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 計画事業として「地域安全活動支援事業」を行っているほか、非核平和都市宣言関連事業
や児童虐待対策事業などを行っています。 
 あらゆる暴力や犯罪がなく、子ども等の安全が確保された、平和で公正な社会をつくる取
組を行っています。 

 
 
 

いじめ防止対策プロジェクト 
「葛飾区いじめの未然防止・早期発見・早期対応スタンダード」を活用し、初動の段階

から組織的な対応を行います。また、弁護士を講師とする研修を実施し、管理職や教職員
の対応力向上と法的責任の理解を深めます。 

 
地域安全活動支援事業 

地域団体の設置が難しい主要道路に区が防犯カメラを設置するとともに、自転車盗難対
策として若年層を中心とした啓発を拡充します。 
 
防犯対策の強化 

全国的に高齢者等をターゲットにした特殊詐欺や強盗事件等が発生していることから、
個人の住宅（戸建・集合住宅）や共同住宅の防犯対策に要した費用の一部を引き続き助成
します。 

 
消費者対策推進事業 
 区民が自立した消費者として行動できるよう、消費者問題に取り組んでいる団体の活動
を支援するとともに、消費生活情報の提供、消費者講座等の学習機会の確保など、様々な
取組を推進していきます。また、区内小・中学校等と連携し、出前教室や出前寄席などを
通じて早期の消費者教育の充実を図ります。 

 
商店街装飾灯管理費助成事業 

商店街が所有する装飾灯の点検・撤去費用についても東京都の補助事業に上乗せする形
で新たに補助を実施し、地域の交通安全、犯罪防止等生活環境の整備と商店街の振興に寄
与します。 

 
成年後見制度を中心とした権利擁護支援の充実 

成年後見制度の利用促進等に取り組むとともに、身近に頼れる親族のいない高齢者等に
対して、入院・入所の際の支援や死後事務までをトータルでサポートする「やすらぎ安心
サポート事業」を実施します。また、エンディングノートと連動した「終活情報登録事業」
を実施し、頼れる家族や知人のいない高齢者を支援します。 
  

平和と公正をすべての人に 
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企業や団体、個人など、様々な立場の人が協力し、ＳＤＧｓの達成に向けて行動していく
ために、「葛飾区基本構想」において「協働によるまちづくり」を理念として掲げ、全ての計
画事業等を区民・事業者等の多様な主体と協働しながら進めています。 

区の取組や地域の活動・魅力の情報発信、意見交換会・勉強会等の実施を通じて協働意識・
郷土意識を醸成するなど、更なる協働の推進に向けた環境づくりを行っています。 

 
 
東京理科大学等との産学公連携推進事業 
 区内企業と東京理科大学等との間で産学公連携体制を促進するため、大学の有する先端
的な研究機能と葛飾の町工場が得意とする製造・加工技術との連携交流を推進しています。
また、産学公共同による共同研究事例のＰＲを行います。 
 
地域力向上支援 

自治町会を中心とした地域活動を支える多様なコミュニティによる地域力を向上させ、 
地域コミュニティの活性化を目指します。そのため、町会加入支援や地域イベントに対す
る助成の拡大等を行います。 
 

 協働を推し進める環境づくり 
 協働事例の紹介や職員出前講座などを通じて区政や協働の取組を発信するとともに、協
働まちづくり表彰や下町川柳コンクールを実施して協働意識を醸成していきます。また、
これまでの協働事例のアーカイブデータ整理やＳＮＳを活用した動画配信など、効果的な
情報発信により、協働を推し進める環境づくりを行います。 
 
シティプロモーション事業 
 シティプロモーションサイトの充実を図るとともに、サウンドロゴの制作や広報特派員
制度の新設など、多角的な魅力発信を行います。 
 

パートナーシップで目標を達成しよう 
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1 

 

 

 

令和８年度組織改正について 

 

経営改革担当課 

 

               凡例 

は、名称を変更する組織を示す。 

 

現  行 改正後 

 

都市整備部     調整課 

 

交 通 政 策    かわまちづくり 

担 当 部 長◆   担当課長 

 

都 市 施 設    ◆交通政策課 

担 当 部 長■ 

    ◆新金線旅客化担当課長 

街 づ く り 

担 当 部 長◇   ◆交通安全対策担当課長 

 

    都市計画課 

 

         街づくり推進担当課長 

 

         ◇新小岩街づくり 

担当課長 

 

         ◇金町街づくり担当課長 

 

         ◇立石駅北街づくり 

          担当課長 

 

         ◇立石駅南街づくり 

          担当課長 

 

         高砂・鉄道立体担当課長 

 

        （次頁へ続く） 

 

 

都市整備部     調整課 

 

交 通 政 策    かわまちづくり 

担 当 部 長◆     担当課長 

 

都 市 施 設    ◆交通政策課 

担 当 部 長■ 

          ◆新交通推進担当課長 

街 づ く り    

担 当 部 長◇   ◆交通安全対策担当課長 

 

    都市計画課 

 

         街づくり推進担当課長 

 

         ◇新小岩街づくり 

担当課長 

 

         ◇金町街づくり担当課長 

 

         ◇立石駅北街づくり 

          担当課長 

 

         ◇立石駅南街づくり 

          担当課長 

 

         高砂・鉄道立体担当課長 

 

        （次頁へ続く） 

 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .３  

政 策 経 営 部 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 
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         密集地域整備担当課長 

 

         住環境整備課 

 

         建築課 

 

         ■道路管理課 

 

         ■道路建設課 

 

         ■道路補修課 

 

         ■公園課 

 

 

         密集地域整備担当課長 

 

         住環境整備課 

 

         建築課 

 

         ■道路管理課 

 

         ■道路建設課 

 

         ■道路補修課 

 

         ■公園課 

 

 

(改正理由) 

「新金線を活用した新たな交通システム整備構想」を策定し、今後、新金線の複線

用地に専用道を整備する新交通システムの構築を目指していく方針としたことに伴

い、課長名の名称変更を行う。 

 

（参考）令和８年度組織改正によるポスト数の増減（令和７年４月１日との比較） 

 増 減 差引合計 

部長 ０ ０ ０ 

課長 １ １ ０ 
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生業扶助費及び住宅維持費並びに収入認定に係る処分取消等請求事件について 

 

                              総務課 

 

 次のとおり、生業扶助費及び住宅維持費並びに収入認定に係る処分取消等請求の訴

えの提起があったため、報告するもの 

 

１ 原告の主張 

⑴ 葛飾区福祉事務所長は、令和７年10月１日付けで生活保護法による保護の基準

が改正されることに伴い、原告世帯の生活扶助基準額を500円増加することとして、

令和７年９月29日付けで保護変更決定処分（７葛福決第67931号）を行ったが、理

由付記不備及び情報提供義務違反があることから、当該処分の取消しを求める。 

⑵ 葛飾区福祉事務所長は、エアコンの修理費が住宅維持費の支給対象とならない

こととして、令和７年10月３日付けで保護却下処分（７葛福東第458号）としたが、

原告世帯のエアコンは民法上建物と一体の設備であり、その修理は住宅の維持に

該当することから、当該処分の取消しを求める。 

⑶ 葛飾区福祉事務所長は、原告※※の行政書士試験受験費用を、技能習得費の支

給要件を満たしていないこととして、令和７年10月３日付けで保護却下処分（７

葛福東第435号）としたが、日常生活自立・社会生活自立への効果を考慮せずに漫

然となされたものであり、裁量権の範囲を逸脱・濫用した違法なものであること

から、当該処分の取消しを求める。 

⑷ 原告※※は、障害と向き合いながら行政書士試験の学習を通じて生活能力の維

持・向上（日常生活自立）に努めてきたところ、葛飾区福祉事務所長がした⑶の

処分は、合理的根拠なくその具体的成果を無視し、自立への真摯な取組を否定し

たものであることから、原告※※は著しい精神的苦痛を被ったため、１万円の支

払を求める。 

２ 訴訟の内容 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .１ 

総 務 部 

令和８年３月１８日 
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⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※ 生業扶助費及び住宅

維持費並びに収入認定に係る処分取消等請求事件 

 ⑵ 裁判所 東京地方裁判所 

⑶ 原告 

ア ※※※※※※※※※※※※※※※ 

※※ ※※ 

イ ※※※※※※※※※※※※※※※ 

※※ ※※ 

 ⑷ 被告 

 葛飾区 

⑸ 請求の趣旨 

  ア 葛飾区福祉事務所長がした、令和７年９月29日付け保護変更決定処分（７葛

福決第67931号）を取り消す。 

  イ 葛飾区福祉事務所長がした、令和７年10月３日付け保護申請却下処分（７葛

福東第458号）を取り消す。 

  ウ 葛飾区福祉事務所長がした、令和７年10月３日付け保護申請却下処分（７葛

福東第435号）を取り消す。 

エ 被告は原告※※に対し、金１万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済

みまで年３分の割合による金員を支払え。 

オ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

との判決及び仮執行宣言を求める。 

３ 事件の経過 

 ⑴ 令和７年12月31日 訴えの提起（※※※※※※※※※※※（２⑸ア）、※※※

※※※※※※※※（２⑸イ）及び※※※※※※※※※※※（２⑸ウ及びエ）を併

合の上、令和８年２月２日に葛飾区へ訴状が送達された。） 

 ⑵ 民事訴訟法第175条に基づく書面による準備手続に付される予定 

４ 区の方針 

  特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴する。 
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損害賠償請求事件について 

 

                              総務課 

 

 次のとおり、損害賠償請求の訴えの提起があったため、報告するもの 

 

１ 原告の主張 

被告は、令和３年８月１日時点で原告世帯に対し８月分住宅扶助を適用すべき状

態にあったにもかかわらず令和５年７月11日まで支給決定を行わなかった。当該決

定の遅れは、国家賠償法第１条第１項違反であり、３万円の支払を求める。 

２ 訴訟の内容 

⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※※ 損害賠償請求事件 

 ⑵ 裁判所 東京地方裁判所 

⑶ 原告 

ア ※※※※※※※※※※※※※※※ 

※※ ※※ 

イ ※※※※※※※※※※※※※※※ 

※※ ※※ 

 ⑷ 被告 

 葛飾区 

⑸ 請求の趣旨 

  ア 被告は原告らに対し、金３万円及びこれに対する令和３年８月１日から支払

済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

イ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

との判決及び仮執行宣言を求める。 

３ 事件の経過 

 ⑴ 令和７年12月31日 訴えの提起（葛飾区へ訴状が送達されたのは、令和８年２

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .２ 

総 務 部 

令和８年３月１８日 
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月２日） 

 ⑵ 民事訴訟法第175条に基づく書面による準備手続に付される予定 

４ 区の方針 

  特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴する。 
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義務付け等請求控訴事件の判決について 

 

                              総務課 

 

 次のとおり、義務付け等請求控訴事件の判決があったため、報告するもの 

 

１ 第一審における控訴人の主張 

  葛飾区長の職にあった青木克德がした次の各行為は、地方自治法第242条の２第１

項第４号にいう「財産の処分」又は「財産の管理を怠る事実」に該当することから、

被告はこれらの損害を回復するために青木克德に対し損害賠償請求を行わなければ

ならない。 

①組合に対し権利変換計画について同意したこと。 

②組合の総会において権利変換計画の議案につき賛成したこと。 

③当該総会へ出席して反対しなかったこと。 

④事業の権利変換に関する処分の日までに①の同意を撤回しなかったこと。 

⑤事業の権利変換に関する処分の日までに②の賛成を撤回しなかったこと。 

２ 第一審の内容             

⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 義務付け等請求事件 

 ⑵ 裁判所 東京地方裁判所 

 ⑶ 原告 

別紙１原告目録のとおり 

 ⑷ 被告 

 葛飾区長 

 ⑸ 請求の趣旨 

  ア 被告葛飾区長青木克德は、青木克德に対して、金７億1,610万2,775円及びこ

れに対する令和５年７月１日から支払済みまで年３分の割合による金員を請求

せよ 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .３ 

総 務 部 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 
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  イ 訴訟費用は被告の負担とする 

  との判決を求める。 

 ⑹ 第一審の判決の趣旨 

  ア 本件訴えのうち、１①から④までの部分を却下する。 

  イ 原告らのその余の請求を棄却する。 

  ウ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 ⑺ 第一審の判決の理由 

  ア １①は、法令上の規定に基づいてされたものではなく、何らの法的効果も有

しない事実上の行為に過ぎないから「財産の処分」には当たらず、そうである

以上、１④が「財産の管理を怠る事実」に当たるということもできないことか

ら、住民訴訟の対象とならないため不適法である。 

  イ １②は「財産の管理」に当たり、１③は「財産の管理を怠る事実」に当たる

が、本件監査請求は令和６年２月29日にされたものであり、１②については令

和４年12月24日にあったものといえ、１③は同日に終わったものであるといえ

るため、１年の監査請求期間を徒過した後にされたものであることから、適法

な監査請求の前置を欠くものである。 

  ウ １⑤は「財産の管理を怠る事実」に当たるが、青木克德は議決権を行使して

おらず、原告らの主張は前提を欠くため理由がない。 

３ 控訴審における控訴人の主張 

 ⑴ 都市再開発法においては、総会の総会決議のみでは権利変換計画は確定しない

し、権利変換計画が確定する権利変換期日までは、権利変換は生じず、施行区域

内の土地建物の権利は消滅しないから、本件監査請求に係る監査請求期間の起算

日は権利変換期日である令和５年６月30日である。 

 ⑵ 葛飾区の住民が、区長が権利変換計画案に意見書を提出したか否かは知るすべ

はなく、最終的にどのような権利変換計画が確定したかを知るのは、権利変換計

画の公告がなされた令和５年６月19日又は実際に権利変換処分がなされた同月30

日であるため、正当な理由があることから、監査請求期間である１年を徒過して

も請求は認められるべきである。 

 ⑶ 第一審において、監査請求期間を徒過しており、適法な監査請求の前置を欠く
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と判断するのであるなら、正当な理由があるか否かについて、裁判所は釈明権を

行使すべきであった。 

 ⑷ 組合に対し権利変換計画について同意したことは、施行区域内の土地建物等の

財産を処分し、かつ、本来取得できるはずの権利床に係る権利を放棄するもので

あり、「財産の処分」に該当し、事業の権利変換に関する処分の日までに当該同

意を撤回しなかったことは「財産の管理を怠る事実」に当たる。 

 ⑸ 第一審は、本案について実質的な審理をせず、審理不尽がある。 

４ 控訴審の内容 

 ⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 義務付け等請求控訴事件 

⑵ 裁判所 東京高等裁判所 

⑶ 控訴人  

別紙２控訴人目録のとおり 

⑷ 被控訴人 

  葛飾区長 

⑸ 控訴の趣旨 

 ア 原判決を取り消す。 

 イ 被控訴人葛飾区長青木克德は、青木克德に対して、金７億1,610万2,775円  

及びこれに対する令和５年７月１日から支払済みまで年３分の割合による金員

を請求せよ。 

ウ 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 

との判決を求める。 

⑹ 控訴審の判決の趣旨 

 ア 本件控訴をいずれも棄却する。 

 イ 訴訟費用は、控訴人らの負担とする。 

⑺ 控訴審の判決の理由 

 ア 控訴人らのした監査請求は、権利変換計画そのものを対象とするものではな

いから、権利変換計画が確定しないこと等を理由に、権利変換期日である令和

５年６月30日を監査請求の起算日と解することはできない。当該監査請求が対

象とする青木克德がした１②及び１③の行為については、第一審判決のとおり
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（２⑺イ）であり、控訴人らの主張は採用できない。 

 イ 控訴人らのした監査請求は、権利変換計画そのものを対象とするものではな

いから、権利変換計画の確定時期は正当な理由を裏付ける事情となるものでは

ない。そして、権利変換計画の縦覧については組合のホームページに掲載され

ており、これにより、それに先立つ組合の総会決議の存在を知ることができた

と認められるから、地方自治法第242条第２項ただし書にいう正当な理由がある

とは認められないため、控訴人らの主張は採用できない。 

 ウ 控訴人らは、第一審の第３回口頭弁論期日においての発言から、監査請求期

間の徒過について正当な理由があるか否かが争点となることを認識していたの

であるから、釈明権の不行使が問題となる余地はないため、控訴人らの主張は

採用できない。 

 エ 組合に対し権利変換計画について同意したことは、都市再開発法等の法令上

の規定に基づくものではなく、何らの法的効果も有しない事実上のものにすぎ

ないから、第一審判決のとおり（２⑺ア）であり、控訴人らの主張は採用でき

ない。 

 オ 控訴人らの訴えのうち、１①から④までについては不適法であるから却下す

べきであり、１⑤についてはその前提を欠くのであるから棄却すべきであるこ

とは明らかであって、その余の点については判断する必要はないため、控訴人

らの主張は採用できない。 

５ 事件の経過 

 ⑴ 令和６年４月11日 訴えの提起（葛飾区へ訴状が送達されたのは、令和６年５

月24日） 

⑵ 令和６年７月19日 第１回口頭弁論期日 

⑶ 令和６年10月30日 第２回口頭弁論期日 

⑷ 令和７年１月28日 第３回口頭弁論期日 

⑸ 令和７年５月13日 第４回口頭弁論期日 

⑹ 令和７年７月22日 第５回口頭弁論期日 

⑺ 令和７年９月19日 判決言渡期日 

⑻ 令和７年10月２日 控訴の提起（葛飾区へ控訴状が送達されたのは、同月30日） 
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⑼ 令和８年１月20日 控訴審口頭弁論期日 

⑽ 令和８年２月19日 控訴審判決言渡期日 

 

 

 



別紙１

6



7



8



9



10



11



別紙２
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工事契約について 

  

                        契約管財課 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .４ 

総 務 部 

令和８年３月１８日 

報告 
番号 

工 事 件 名 
（工 事 箇 所） 

工 事 概 要 
契約の方法 

契約金額（円） 
契 約 の 相 手 

契 約 年 月 日 
工     期 

１ 

古隅田川緑道修繕（床板）
工事 
 
 
 
 
 
 
（小菅三丁目３番先から４
番先まで） 

床板設置工事 747枚 公募型指名競
争入札 

 
 
 

 
 
 
 

48,950,000 

葛飾区小菅 
三丁目５番23号 
 
 

東香園株式会社 
 
代表取締役 
 
池田 重信 

令和８年１月５日 
 
 
令和８年10月23日 
 

２ 

かわばたコミュニティ通り
道路改修（その３）工事 
 
 
 
 
 
 
（東立石三丁目22番先から
25番先まで） 

車道舗装工事 
 面積：425.00㎡ 
 
歩道舗装工事 
 面積：519.00㎡ 
 

施工能力審査
型総合評価一
般競争入札 

 
 

 
 
 
 

73,480,000 

葛飾区西水元 
二丁目６番８号 
 
 

株式会社歩土建工業 
 
代表取締役  
 
興梠 隆志 

令和８年１月16日 
 
 
令和８年11月17日 
 

３ 

中川右岸緑道公園（奥戸橋
下流）ほか照明設備設置工
事  
 
 
 
 
 
（立石八丁目55番先から38
番先までほか１箇所） 

電気設備工 
 
園路広場工 
 
雨水排水設備工 
 
土工 
 
 

公募型指名競
争入札 

 
 
 

 
 
 
 

77,873,400 

葛飾区水元 
三丁目９番11号 
 
 

株式会社大洋電設 
 
代表取締役 
 
穴澤 辰幸 

令和８年２月13日 
 
 
令和８年６月30日 
 

４ 

葛飾区立柴又小学校プール
等解体工事 
 
 
 
 
 
 
 
（柴又四丁目30番１号） 

プール棟及び付属棟の
解体工事 

公募型指名競
争入札 
 
 
 
 
 
 
 

59,328,500 

葛飾区柴又 
二丁目12番10号 

 
 
株式会社誠和土木 
 
代表取締役 
 
麻生 悟 

令和８年２月13日 
 
 
令和８年８月31日 
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報告 
番号 

工 事 件 名 
（工 事 箇 所） 

工 事 概 要 
契約の方法 

契約金額（円） 
契 約 の 相 手 

契 約 年 月 日 
工     期 

５ 

金町小学校校庭改修その他
工事   
 
 
 
 
 
 
（金町三丁目44番１号及び
金町三丁目43番８号） 

整備面積：2,377.30㎡ 
 
ダスト舗装工事 
 
ウレタン複合舗装工事 

公募型指名競
争入札 
 

 
 
 
 
 
 

71,272,300 

葛飾区水元 
三丁目17番13号 

 
 
株式会社優造園 
 
代表取締役 
 
吉岡 壽人 

令和８年２月16日 
 
 
令和８年９月30日 
 

６ 

上平井公園維持（防球ネッ
ト等更新）工事   
 
 
 
 
 
 
（西新小岩四丁目21番10号
） 

工事面積：866.00㎡ 
 
防球ネット：一式 
 
コンクリート舗装工事 
：254.00㎡ 
 

公募型指名競
争入札 
 

 
 
 
 
 
 

64,900,000 

葛飾区小菅 
三丁目５番23号  

 
 
東香園株式会社 
 
代表取締役 
 
池田 重信 

令和８年２月20日 
 
 
令和８年８月26日 
 

７ 

西水元猿西公園ほか維持
（施設更新）工事 
 
 
 
 
 
 
（西水元三丁目18番20号ほ
か４箇所） 

工事面積：1329.00㎡ 
 
防球ネット：一式 
 
ダスト舗装工事 
：1236.00㎡ 

公募型指名競
争入札 
 
 
 
 
 
 
 

41,800,000 

葛飾区青戸 
八丁目５番16号 
 

 
株式会社山溪緑地 
 
代表取締役 
 
 松田 太郎 

令和８年２月24日 
 
 
令和８年８月27日 

８ 

青戸保育園受変電設備改修
その他工事 
 
 
 
 
 
 
 
（青戸五丁目９番10号） 

受変電設備工事 
 
幹線設備工事 

公募型指名競
争入札 
 
 
 
 
 
 
 

48,958,800 

葛飾区亀有 
三丁目21番６号 
 

 
株式会社オプテック 
東京営業所 
 
東京営業所所長 
 
笹渕 光明 

  

令和８年２月27日 
 
 
令和９年３月15日 

９ 

青戸児童館受変電設備改修
その他工事 
 
 
 
 
 
 
 
（青戸三丁目10番５号） 

高圧引込設備工事 
 
受変電設備工事 
 
幹線設備工事 
 
建築工事 

公募型指名競
争入札 
 
 
 
 
 
 
 

59,529,800 

葛飾区西新小岩 
三丁目14番23号 
 

 
有限会社ＫＨＹテクノ 
 
代表取締役 
 
 眞川 昭夫 

令和８年３月３日 
 
 
令和９年３月15日 

- 2 -



工事契約報告事項
工事箇所図
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工事契約報告事項
工事箇所図

１　古隅田川緑道修繕（床板）工事
　　
　　小菅三丁目３番先から４番先まで

３　中川右岸緑道公園（奥戸橋下流）ほか照明設備設置工事 
　　
　　立石八丁目55番先から38番先までほか１箇所

４　葛飾区立柴又小学校プール等解体工事
　　
　　柴又四丁目30番１号

５　金町小学校校庭改修その他工事
　　
　　金町三丁目44番１号及び金町三丁目43番８号

６　上平井公園維持（防球ネット等更新）工事 
　　
　　西新小岩四丁目21番10号

２　かわばたコミュニティ通り道路改修（その３）工事 
　　
　　東立石三丁目22番先から25番先まで



工事契約報告事項
工事箇所図

- 4 -

工事契約報告事項
工事箇所図

７　西水元猿西公園ほか維持（施設更新）工事
　　
　　西水元三丁目18番20号ほか４箇所

９　青戸児童館受変電設備改修その他工事
　　
　　青戸三丁目10番５号　

８　青戸保育園受変電設備改修その他工事 
　　
　　青戸五丁目９番10号　



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000002712

件　　名 古隅田川緑道修繕（床板）工事

履行場所 東京都葛飾区小菅三丁目３番先から４番先まで

工　　期 令和８年１月６日から令和８年10月23日まで　190日間

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和７年12月15日

開札日時 令和７年12月26日　13時30分　電子入札

落札者名
東香園株式会社
代表取締役　池田　重信
東京都葛飾区小菅三丁目５番23号

落札金額 48,950,000 円

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）
備考

株式会社歩土建工業 辞退

東香園株式会社 48,950,000 落札

予定価格 49,507,700 円

- 5 -

報告番号１



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 81,423,100 円

低入札価格調査結果
低入札価格調査の結果、入札額による契約の内容に適合した履行が
可能であると判断したため、当該入札者を落札者と決定した。

株式会社ワイオリ 不参 入札不参

株式会社マルトシンケン 77,000,000 4.8 16.5 21.3

新隆建設株式会社 74,094,900 8.1 19.5 27.6

株式会社錦江 辞退

備考

株式会社歩土建工業 73,480,000 8.7 19.5 28.2 落札

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値

開札日時 令和７年12月23日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社歩土建工業
代表取締役　興梠　隆志
東京都葛飾区西水元二丁目６番８号

落札金額 73,480,000 円

工　　期 令和８年１月19日から令和８年11月17日まで

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年12月５日

案件番号 0000002681

件　　名 かわばたコミュニティ通り道路改修（その３）工事

履行場所 東京都葛飾区東立石三丁目22番先から25番先まで

- 6 -

報告番号２



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 77,873,400 円

有限会社中村電気 辞退

株式会社テクノサイシング 入札不参

高野電気工業株式会社 辞退

株式会社大洋電設 77,873,400 落札

大豊電設株式会社 辞退

有限会社ＫＨＹテクノ 辞退

国弘電設株式会社 辞退

工藤電業株式会社 辞退

備考

共栄電設工業株式会社 辞退

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）

開札日時 令和８年２月12日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社大洋電設
代表取締役　穴澤　辰幸
東京都葛飾区水元三丁目９番11号

落札金額 77,873,400 円

工　　期 令和８年２月16日から令和８年６月30日まで

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和８年１月23日

案件番号 0000002846

件　　名 中川右岸緑道公園（奥戸橋下流）ほか照明設備設置工事

履行場所 東京都葛飾区立石八丁目55番先から38番までほか１箇所

- 7 -

報告番号３



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 65,197,000 円

株式会社高田工業 59,400,000

株式会社誠和土木 59,328,500 落札

備考

成紀工業株式会社 62,283,813

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）

開札日時 令和８年２月12日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社誠和土木
代表取締役　麻生　悟
東京都葛飾区柴又二丁目12番10号

落札金額 59,328,500 円

工　　期 令和８年２月16日から令和８年８月31日まで

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和８年１月23日

案件番号 0000002840

件　　名 葛飾区立柴又小学校プール等解体工事

履行場所 東京都葛飾区柴又四丁目30番１号

- 8 -

報告番号４



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 71,282,200 円

株式会社優造園 71,272,300 落札

株式会社山溪緑地 辞退

備考

株式会社相川造園 71,282,200

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）

開札日時 令和８年２月13日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社優造園
代表取締役　吉岡　壽人
東京都葛飾区水元三丁目17番13号

落札金額 71,272,300 円

工　　期 令和８年２月17日から令和８年９月30日まで

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和８年１月26日

案件番号 0000002870

件　　名 金町小学校校庭改修その他工事

履行場所 東京都葛飾区金町三丁目44番１号及び金町三丁目43番８号

- 9 -

報告番号５



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000002904

件　　名 上平井公園維持（防球ネット等更新）工事

履行場所 東京都葛飾区西新小岩四丁目21番10号

工　　期 令和８年２月24日から令和８年８月26日まで　120日間

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和８年１月30日

開札日時 令和８年２月19日　13時30分　電子入札

落札者名
東香園株式会社
代表取締役　池田　重信
東京都葛飾区小菅三丁目５番23号

落札金額 64,900,000 円

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）
備考

株式会社桂造園 辞退

株式会社山溪緑地 辞退

東香園株式会社 64,900,000 落札

予定価格 64,945,100 円

- 10 -

報告番号６



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 42,098,100 円

東香園株式会社 辞退

株式会社山溪緑地 41,800,000 落札

備考

株式会社相川造園 42,020,000

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）

開札日時 令和８年２月20日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社山溪緑地
代表取締役　松田　太郎
東京都葛飾区青戸八丁目５番16号

落札金額 41,800,000 円

工　　期 令和８年２月25日から令和８年８月27日まで　120日間

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和８年２月６日

案件番号 0000002903

件　　名 西水元猿西公園ほか維持（施設更新）工事

履行場所 東京都葛飾区西水元三丁目18番20号ほか４箇所

- 11 -

報告番号７



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 50,732,000 円

株式会社良電社　東京営業所 入札不参

有限会社中村電気 50,589,000

株式会社テクノサイシング 辞退

高野電気工業株式会社 辞退

株式会社大洋電設 辞退

大豊電設株式会社 辞退

有限会社ＫＨＹテクノ 辞退

国弘電設株式会社 辞退　

工藤電業株式会社 辞退

共栄電設工業株式会社 辞退

株式会社オプテック　東京営業所 48,958,800 落札

備考

安食電設工業株式会社 最低制限価格割れ

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）

開札日時 令和８年２月26日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社オプテック　東京営業所
東京営業所所長　笹渕　光明
東京都葛飾区亀有三丁目21番６号

落札金額 48,958,800 円

工　　期 令和８年３月２日から令和９年３月15日まで

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和８年２月５日

案件番号 0000002937

件　　名 青戸保育園受変電設備改修その他工事

履行場所 東京都葛飾区青戸五丁目９番10号

- 12 -

報告番号８



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 64,738,300 円

株式会社良電社　東京営業所 辞退

有限会社中村電気 辞退

株式会社テクノサイシング 辞退

大光電気工業株式会社 辞退

高野電気工業株式会社 辞退

株式会社大洋電設 辞退

大豊電設株式会社 辞退

有限会社ＫＨＹテクノ 59,529,800 落札

国弘電設株式会社 辞退

工藤電業株式会社 辞退

備考

共栄電設工業株式会社 辞退

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）

開札日時 令和８年３月２日　13時30分　電子入札

落札者名
有限会社ＫＨＹテクノ
代表取締役　眞川　昭夫
東京都葛飾区西新小岩三丁目14番23号

落札金額 59,529,800 円

工　　期 令和８年３月４日から令和９年３月15日まで

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和８年２月９日

案件番号 0000002936

件　　名 青戸児童館受変電設備改修その他工事

履行場所 東京都葛飾区青戸三丁目10番５号

- 13 -

報告番号９



 

 

 

 

地方税法改正案の概要について 

税務課 

 

１ 個人住民税 

（１） 給与所得控除の見直し 

物価上昇局面における税負担の調整等のため、給与所得控除の最低保障額を74

万円（現行65万円）に引き上げる。 

非課税ライン（単身者給与収入のみの場合） 

 
令和７年度 

 

令和８年度 

（現行） 

令和９年度 

（改正後） 

基本額等※ 45万円 45万円 45万円 

給与所得控除 55万円 65万円 74万円 

計 100万円 110万円 119万円 

※ 個人住民税の非課税判定を行う際に考慮する基礎的な金額 

（２） ひとり親控除の拡充 

ひとり親控除の控除額を、現行の30万円から33万円に引き上げる。 

（３） ふるさと納税制度の見直し 

特例控除額に193万円（給与収入１億円相当以上の場合）の上限を新たに設定

する。 

 

２ 軽自動車税 

（１） 環境性能割の廃止 

国内自動車市場の活性化及び自動車取得時における負担軽減を図るため、令和

７年度末をもって環境性能割を廃止する。なお、本措置に伴う地方税の減収分に

ついては、地方の安定財源の確保に向けた具体的方策が検討され、当面は国にお

いて必要な財政措置が講じられる見込みである。 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .５ 

総 務 部 

令和８年３月１８日 



 

 

 

ＳＨＩＢＡＭＡＴＡ ＦＵ－ＴＥＮ Ｂｅｄ Ａｎｄ Ｌｏｃａｌの運営方法について 

 

施設管理課 

 

１ 趣旨 

  ＳＨＩＢＡＭＡＴＡ ＦＵ－ＴＥＮ Ｂｅｄ Ａｎｄ Ｌｏｃａｌの運営方法につ  

いては、令和７年12月10日総務委員会において、一般観光客拡大に向けた協議を運営 

事業者である株式会社Ｒ.ｐｒｏｊｅｃｔ（以下「事業者」という。）と継続してい

くことを庶務報告したところである。その後、事業者と運営についての協議を行った

ことから、その状況について報告するもの 

 

２ 事業者との協議状況 

（１） 区の意向 

   ア 一般観光客メインの宿泊形態に戻し、ＰＲを行うこと。 

イ 地元商店街等と連携した地域の活性化を図る取組など、地域貢献に資する

活動を積極的に行うこと。 

（２）事業者の意向 

ア 当該施設の開設に当たり、初期投資を行っており、減価償却費を含めると

本事業が黒字になることは極めて厳しく、投資の回収も不可能な状況にあ

る。 

イ 昨今のインバウンド需要は、円安を背景に「高付加価値・体験型」へシフ

トし、宿泊施設には、個室の快適性が求められる傾向にあるなかで、当該施

設は「風呂なし・トイレ共同」の仕様かつ建物も老朽化しているため、訪日

外国人のニーズと乖離が生じており、低廉な価格であっても集客は厳しい。 

ウ 議会の意見は重く受け止めているところではあるが、令和８年１月末から

一般観光客向けに開放している５部屋が埋まらない状況を踏まえると、これ

以上枠を拡大し、一般観光客メインの宿泊形態に戻すことは経営上難しい。 
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３ 区の見解 

定期建物賃貸借契約書（以下「契約書」という。）の使用目的における旅館業法

の規定に基づく宿泊施設としては問題がないことを確認している。一方で、契約書

上、運営形態に関する規定がないため、一般観光客の枠の拡大を求める根拠が乏し

い状況である。一般観光客の枠の拡大に向けた方策については、区と事業者の間で

隔たりがあるなか、これ以上事業者に対して区が求める当初の事業目的に立ち帰る

よう協議を続けていくことは妥当ではないと考える。 

 

４ 今後の方向性 

事業者から、契約書の規定による契約解約に向けた協議の申し出があった。区と

しては、事業者の意向を踏まえ協議に応じ、具体的な話を聞きながら、区の方針を

固めたうえで令和８年６月総務委員会において報告することとする。 

 

位置図 

SHIBAMATA FU-TEN Bed And Local 

（葛飾区柴又七丁目12番19号） 

柴又帝釈天 柴又駅 
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専決処分（和解）の報告について 

 

施設整備担当課 

 

１ 専決処分事項 

和解 

 

２ 和解の相手方 

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目９番５号 

株式会社山下テクノス 

代表取締役社長 山下 稔 

 

３ 対象契約 

件  名：（仮称）葛飾区柴又地域観光拠点施設改修工事工事監理等業務委託 

履行場所：葛飾区柴又七丁目19番14号 

履行期間：令和６年10月24日から令和７年11月28日まで 

契約金額：2,809万1,030円 

既支払額：840万円 

 

４ 事案の概要 

(1)  令和６年10月23日に、区は相手方と対象契約を締結した。 

 この対象契約は、令和６年10月10日に締結した（仮称）葛飾区柴又地域観

光拠点施設改修工事請負契約（以下「工事請負契約」という。）の工事監理を

行うものである。 

(2)  工事請負契約において、区と工事受注者である株式会社トーヨー冨士工（以

下「工事受注者」という。）は、設計図書の認識に齟齬があることに気付かな

いまま現場の施工を終わらせた。そのため、工事請負契約の工期満了間際に、
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契約対象物の構造について、安全性の確認が必要となった。 

(3)  工事請負契約において、安全性の確認が必要になったことから、対象契約の

履行に必要な、建築基準法に基づく検査済証の交付が受けられず、履行期間内

に履行が完了できない事態となった。 

(4)  令和７年11月28日に、検査済証の交付が受けられない事態について、相手

方にヒアリングを行った結果、対象契約の「監理業務技術者（構造）」の認識

に区と相手方の間に齟齬があることが判明した。 

(5)  令和７年12月15日に、区、相手方及び工事受注者の３者で協議を行い、協

力し早期に施設の引渡しを行うことで一致をみた。 

相手方は、この協議に基づいて、安全性の早期確認のための構造再計算を行

うこととなった。 

(6)  (5)により安全性の確認が取れたことから、令和８年１月16日に検査済証の

交付がされた。 

 

５ 和解の内容 

(1)  区及び相手方は、本和解の成立日をもって対象契約の業務の完了日及び履行

期間満了日とし、検査及び引渡しの手続を進める。 

(2)  区は、相手方に対し、設計図書及び軽微な変更をもって検査を行う。 

(3)  区は、前号の検査合格後、相手方の請求に基づき契約代金の残額として金

19,691,030円を相手方に支払う。 

(4)  区及び相手方は、令和７年11月29日以降に、相手方が行った、安全性確認の

ための構造再計算については、対象契約に含まれる業務内容とし、相手方は、

区に対し別途請求しない。 

(5)  区は、令和７年11月29日から引渡し日までの期間を履行遅滞として取り扱わ

ない。 

(6)  区及び相手方は、契約不適合責任、追完不履行時の契約解除、成果物の完成

後の契約解除、損害賠償請求及び契約不適合責任期間に関しては本和解におい

ても対象契約のとおりとする。 

(7)  区及び相手方は、区及び相手方との間には、対象契約に関し、本和解書に定
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めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

 

６ 専決処分年月日 

令和８年２月19日 
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柴又川甚まちなみ館改修工事の検査未了事態について 

 

施設整備担当課 

 

１ 趣旨 

安全性の確認が必要となり、工期内に検査及び引渡しをすることができなかった

標記改修工事及び同工事の工事監理等業務委託について、再発防止策を報告するも

の 

 

２ 事態の発生に見られた主な問題点 

  今回の事態の発生に見られた主な問題点は、次のとおりと考える。 

（１）工事監理業務等委託契約の際に、構造の監理業務技術者の設置について、監理

受託者と認識の齟齬があるまま契約をした。 

（２）設計図書の相違から生じた現場の施工方法の錯誤について、関係者全員が気づ

く機会を逸した。 

 

３ 問題点に対する原因分析 

  問題点に対する主な原因は、次のとおりと考える。 

（１）組織内におけるコミュニケーション不足 

工事や委託業務における課題を早期に認識し、区として課題解決を図っていく

ためには、組織内における報告・連絡・相談が円滑に行われなければならない。 

当該工事及び委託業務では、区職員である監督員が、工事受注者及び監理受託

者から挙げられる問題点や課題を抱え込んでしまい、上司への報告・連絡・相談

が遅滞し、結果として、区としての課題の認識に時間を要し、適切な対応がとれ

なかった。 

（２）区と工事受注者及び監理受託者とのコミュニケーション不足 

   円滑な工事の施工及び適正な品質の確保を図るためには、関係者間での適切な
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コミュニケーションを確保し、遅滞のない応答により、問題解決の迅速化を図る

ことが必要不可欠である。 

当該工事では、どこまでの業務を工事監理業務内容として委託するのかが曖昧

なまま工事が進められたため、工事受注者及び監理受託者の協議及び相談先も曖

昧となり、結果として、設計図書の相違から生じた現場の施工方法の錯誤に気付

くことができなかった。 

 

４ 再発防止策 

原因分析を受けて、再発防止策を以下のとおりとし、実施を徹底させる。 

（１）組織内におけるコミュニケーションと組織力の強化 

   工事受注者や監理受託者から挙げられる問題点や課題を、監督員が抱え込まな

いよう、どんなに些細な問題点や課題でも報告・連絡・相談することを徹底す

る。また、遠隔臨場やWEB会議等を活用し上司も会議に参加して、共に問題点や課

題を共有し、解決策を検討するなど、組織として課題解決にあたる。 

（２）区と工事受注者及び監理受託者とのコミュニケーションの強化 

工事受注者及び監理受託者からの質問、協議等に対して、「即日対応」するこ

とを基本とし、即日回答が困難な場合は、適切な時期に「回答期限」を設定する

など、「現場を待たせない」、「速やかに回答」という対応を各監督員に徹底す

る。 
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中小企業融資事業について 

 

産業経済課 

 

１ 趣旨 

区では、区内中小企業を対象として、様々な使途に応じた融資を金融機関へあっ

せんし、融資が実行された場合の信用保証料及び利子の補助を行う中小企業融資事

業を実施している。令和８年度より、本事業の内容拡充等を行うため報告するもの 

 

２ 概要 

  区内企業の成長と稼ぐ力の強化促進を目的として、以下を実施する。 

（１）固定金利の見直し 

   現行の固定金利を廃止し、金融機関における金利設定の自由度を高めること

で、企業がより低利で借入できる機会を創出する。 

（２）生産性向上・事業拡大融資の拡充 

   区内企業の業績改善・拡大等を目的とした本融資の本人負担を軽減し、生産性

向上に取り組む企業への支援を強化する。本融資のあっせんは、事業計画書の作

成と中小企業診断士との面談を条件とし、融資実行の翌年度に、業況や事業計画

の進捗を確認するフォローアップ訪問相談を実施する。 
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 現行 令和８年度 

（１）年利（全融資メニュー共通） 1.6％ 1.6％以下 

 （
２
）
生
産
性
向
上
・
事

業
拡
大
融
資 

利率（本人負担） 0.3％ 0.1％  

利率（区補助） 1.3％ 1.5％以下 

信用保証料の区補助 30万円まで 50万円まで 

あっせん限度額、最大口数 8,000万円、３口 変更なし 

返済期間 10年（据置12か月以内） 変更なし 
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３ 周知方法 

広報かつしか、区公式ホームページ等のほか、融資あっせん制度のパンフレットや

中小企業支援ガイドブックを作成し、金融機関や東京商工会議所葛飾支部など関係団

体を通じて周知する。 
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しごと発見プラザかつしかの事業拡充について 

 

産業経済課 

 

１ 事業概要等 

しごと発見プラザかつしかは、平成19年度から区が実施している無料職業紹介所

であり、区内事業所に対して、人材確保・人材定着の支援、求人開拓や各種情報提

供を実施している。また、求職者に対しては、ニーズに合った求人紹介や個別カウ

ンセリングをはじめとした伴走型支援を実施することで、区内事業所と求職者のマ

ッチングを行っている。令和８年度より、しごと発見プラザかつしかの事業拡充を

行うため報告するもの 

                          

２ 事業対象者   

（１）求職者・従業員 

（２）区内事業所 

 

３ 拡充事業 

（１）求職者・従業員向け 

社会保険・労働問題に関する社会保険労務士による相談窓口を設置 

 （２）区内事業所向け 

ア 区内事業所が抱えている潜在的な課題を明確化し、原因追究のための助言・

各種情報提供等を行うなど人事コンサルティング要素を持ち合わせた（仮）人

材なんでも相談室を設置 

イ 国・都・区の各種補助金・助成金や事業等の周知をはじめ、雇用情勢や業界

動向、労働法の法改正（カスハラ対策、熱中症対策強化、障害者の法定雇用率

等）及び税制改正（年収の壁等）の最新の情報を相談時やＳＮＳ等で提供 
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４ 周知方法 

  区公式ホームページ・区公式ＳＮＳ、しごと発見プラザかつしかのホームペー 

ジ・ＳＮＳ、チラシ等のほか、庁内及び関係団体と連携して周知を行う。 

 

 

【参考】しごと発見プラザかつしかの概要 

１ 場 所 青戸7-2-1 地域産業振興会館（テクノプラザかつしか）１階 

２ 利 用 料 無料 

３ 開設時間 月曜日～金曜日      時間 10：00～18：00（※）  

        土曜日（毎月第１・３週） 時間 10：00～17：00 

        （内職あっせんについては 毎週火・木曜 時間10:00～16:00） 

        （※）令和７年度は19：00まで 

４ 休 業 日 日曜日、祝日、第１・３週以外の土曜日 

年末年始（12月29日～１月３日） 

 ５ 事業内容 

  （１）求職者支援：個別キャリアカウンセリング、適職診断、就職活動セミナー

面接会・イベントの実施、若者や就職氷河期世代の支援 

  （２）事業所支援：求人情報の登録・開拓、人材マッチング、雇用関連セミナー 

  （３）内職相談：内職の紹介・あっせん 
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機械設備メンテナンス等助成事業の新設について 

 

商工振興課 

 

１ 事業内容 

製造業を営む中小企業者が、工場内の製造に関する機器を健全な状態で維持し、

高品質な製品を生産し続けられる環境を整えるため、長期間加工に使用されている

機械設備のメンテナンス及び修理に要する経費の一部補助を行う。 

さらに、本補助金の利用を契機として経営相談を活用することで、事業者の潜在

的な経営課題を把握し、業務改善や経営の安定化に結び付ける機会としていく。 

 

２ 補助対象者 

ア 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する製造業を営む

中小企業者であって、区内に主たる事業所を有するもの 

イ 区の実施する経営相談において機械設備のメンテナンス計画を立てている事業

者であること 

 

３ 補助内容 

ア 補助対象経費 

 補助対象者が保有する製造から20年以上経っている加工に使用する機械設備の

メンテナンス及び修理に要する経費 

イ 補助率及び補助上限額 

 補助率 １／２  補助上限額 10万円 

 

４ 予算措置 

10,000千円（令和８年度当初予算案に計上） 

 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .３ 
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５ スケジュール 

令和８年４月より実施（予定） 

 

６ 周知方法 

広報かつしか、区公式ホームページ、区公式ＳＮＳ等のほか、金融機関や東京商工

会議所葛飾支部など関係団体を通じて周知する。 
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葛飾区観光経済実態調査の結果報告について 

観光課  

 

１ 調査目的 

  葛飾区を訪れる観光客の実態把握及び観光入込客数の推計などを行うことによ 

り、今後の観光による地域の賑わい創出や地域経済の活性化に寄与する観光施策の 

企画立案における基礎資料として活用するもの 

 

２ 調査内容 

  調査詳細は、別紙１のとおり 

（１）日本人観光客の来訪実態調査 

  ①ＧＰＳデータを活用した調査 

  ②インターネット調査（葛飾区訪問経験者・訪問未経験者） 

  ③現地ヒアリング調査 

  ④観光施設等アンケート調査 

（２）訪日外国人観光客の来訪実態調査 

  ①ＧＰＳデータを活用した調査 

  ②携帯電話基地局データを活用した調査 

 ③現地ヒアリング調査 

  ④観光施設等アンケート調査 

（３）事業者ヒアリング調査 

  

３ 調査結果の概要 

（１）葛飾区の観光入込客数（令和６年度） 

①日本人観光入込客数（年間）は約298万人の推計であった(調査結果報告書12頁)。 

  ②日本人観光入込客数（年間）が多い区内地域は、柴又地域が約181万人（60％）、 

次いで亀有地域が約115万人（38％）、金町・水元地域が約83万人（28％）であ 

った（調査結果報告書13頁）。 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .４ 
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  ③訪日外国人観光入込客数（年間）は約59万人と推計され、国籍・地域別では台

湾が約12万人（21％）、次いで韓国と中国が約10万人（17％）、香港が約４万

人（７％）、フィリピンが約３万人（５％）、米国とヨーロッパがそれぞれ約

2.5万人（４％）であった（調査結果報告書48頁）。 

（２）宿泊利用実態 

  ①日本人観光客では、葛飾区観光の訪問形態として「日帰り」が約72％、「区内

宿泊」が約11％、「区外宿泊」が約17％であった（調査結果報告書22頁）。 

  ②葛飾区訪問経験者の日本人観光客が区内宿泊施設を利用した理由としては、

「目的地へのアクセス・交通の便」が約44％、次いで「宿泊料金が手頃」が約

35％であった（調査結果報告書23頁）。 

  ③訪日外国人観光客では、「区内宿泊」が約７％であり、「区外宿泊」が約93％

であった（調査結果報告書52頁）。 

  ④訪日外国人観光客の区内宿泊施設の利用理由としては、「宿泊料金が手頃」が 

約44％、次いで「空港（成田・羽田）へのアクセスが便利」が約35％、「目的

地へのアクセス・交通の便」が約30％であった（調査結果報告書53頁）。 

（３）人流動態 

  ①日本人観光客の訪問地としては、「柴又地域のみ」が約19％、「亀有地域の 

み」が約11％、「柴又地域と亀有地域」が約10％、「柴又地域と金町・水元地 

域」が約６％であった。また、近接地の観光スポット「東京スカイツリー・東

京ソラマチ」や「浅草寺・仲見世商店街」から、柴又地域などへの回遊する動

きが一定数存在している（調査結果報告書28～34頁）。 

  ②訪日外国人観光客の訪問地として、柴又地域の訪問では「柴又地域のみ訪問」

が多く、次いで「東京都内の観光地（葛飾区以外）」、「亀有地域」であった。

亀有地域の訪問では「亀有地域と柴又地域」が多く、次いで「亀有地域のみ」、

「東京都内の観光地（葛飾区以外）」であった。また、葛飾区を訪れた前後の

訪問地では「墨田区」が多く、葛飾区を訪れた後の訪問地として、墨田区に次

いで多いのは「千葉県成田市」であった。葛飾区訪問前後の宿泊地としては、

「台東区」が多い(調査結果報告書58～61頁)。 
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（４）観光消費額 

  ①日本人観光客の葛飾区内での１人当たり観光消費額は13,823円であり、その内、

日帰り客は8,048円、区内宿泊客は44,794円（内、宿泊費12,462円）、区外宿泊

客は15,431円であった（調査結果報告書35頁）。 

  ②訪日外国人観光客の葛飾区内での１人当たり観光消費額は10,818円であり、区

内宿泊客は29,728円（内、宿泊費11,757円）、区外宿泊客は9,329円であった

（調査結果報告書62頁）。 

（５）葛飾区訪問未経験者（日本人観光客） 

   観光情報原は、「テレビ」が約34％、「その他インターネット」が約31％、

「雑誌・ガイドブック」と「Youtube、TikTok等の動画共有サイト」がそれぞれ

約29％であった（調査結果報告書36頁）。 

（６）旅行中の災害時に求められる対応 

  ①災害時に必要な情報は、日本人観光客及び訪日外国人観光客ともに、「公共交

通機関の運行状況」、「安全な避難先・行き方」、「食料や水の提供場所、給

水所の情報」などであった（調査結果報告書44・63頁）。 

  ②災害時に必要な支援物資は、日本人観光客及び訪日外国人観光客ともに、「食

料・飲料水」、「携帯電話のモバイルバッテリー」、「医薬品・応急処置用品

」、「簡易トイレや衛星用品」などであった（調査結果報告書45・64頁）。 

（７）事業者ヒアリング調査（調査結果報告書65～68頁） 

  ①令和６年の日本人観光客と訪日外国人観光客の比率は区内事業者では８：２、 

区外事業者では４：６であった。 

  ②令和６年の日本人観光客の動向としては、観光客数は「横ばい～増加傾向」で 

   あり、年代としては10代～60代と幅はあるが、50代以上という回答が多かった。 

③令和６年の訪日外国人観光客の動向としては、観光客数は「増加傾向」であり、 

年代としては20代～60代までと幅はあるが、日本人より若い傾向がみられると 

いう回答であった。また、国籍は「亀有地域」は台湾、「柴又地域」や「四つ 

木・立石地域」は欧米を挙げる回答が多かった。 
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４ 調査結果の考察 

 （１）葛飾区を訪問する日本人観光客は、新型コロナウイルスの感染が拡大した令

和２～３年度から、令和４年度には回復基調となり、その後増加傾向が続い

ている。訪日外国人観光客は増減があるものの、直近では増加している。 

 （２）日本人及び訪日外国人観光客ともに年代は10代～60代と幅広く、若年層の観 

光客も増えていると見受けられる。 

（３）訪日外国人観光客の国籍と訪問地から、台湾は「こち亀＝亀有地域」、米国 

とヨーロッパは「歴史・文化＝柴又地域」や「キャプテン翼＝四つ木・立石 

地域」というように目的があると考えられる。 

 （４）葛飾区内の宿泊施設利用としては、目的地までや空港へのアクセスを理由と 

した利用が多いことから、葛飾区の前後訪問地への観光ＰＲが有益と考えら 

られる。 

 （５）区内観光消費額については、日帰りよりも区内宿泊利用の方が高いことから、

宿泊利用者の区内観光への誘客が地域経済の活性化に貢献できるものと考え

られる。 

 （６）観光客が観光先を検討する上で活用する情報収集源は、テレビやＳＮＳとい 

ったデジタルが目立つが、ガイドブックのように紙媒体を求める層もあるこ 

とから、デジタルと紙の双方による情報発信が必要であると考えられる。 

 （７）観光客が災害時に必要とする情報や支援物資は、観光客に特化したものでは 

ないと見受けられるため、求められる情報などの提供方法について検討して 

いく必要がある。 

 

５ 今後の主な取組 

 （１）区内を訪れる観光客は、若年層の訪問も増加傾向であり、柴又や亀有の地域

からも若年層が増えているという声がある。観光情報発信として、情報の拡

散力が高いと考えられる若年層へのアプローチをＳＮＳなど活用して強化し

ていく。 

 （２）観光消費額については、日帰り客よりも区内宿泊利用客が高いことから、区 

内宿泊施設との連携した観光ＰＲに取り組んでいく。 
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 （３）区内宿泊施設利用は目的地や空港へのアクセスを理由としている傾向がある 

ことから、前後訪問地との連携を検討し、広域での観光ＰＲに取り組んでい 

く。 

 （４）観光情報発信の手法としては、ＳＮＳやインフルエンサーなど若年層への効

果が高い手法を積極的に活用するほか、紙媒体である観光ガイドマップの刷

新などに取り組んでいく。 

 （５）観光客への災害時対応は、イベント時や情報発信への取り組みの中で効果的 

な手法を検討していく。 

 

６ 調査結果報告書 

  別紙２のとおり 



別紙１

葛飾区観光経済実態調査　調査内容

１　日本人観光客の来訪実態調査

（１）GPSデータを活用した調査

区内に任意で定めた観光スポットより20km以上離れた出発地からの来訪者調査

（２）インターネット調査

①調査方法
　　楽天インサイト株式会社の登録モニター（約220万人）から全国15歳以上の男女を
　　対象に調査
②調査時期
　　令和７年11月20日から28日
③調査対象
　　葛飾区を除く東京都在住、または東京都以外の都道府県に在住し、令和６年４月１日
　　以降に観光目的での葛飾区訪問経験者・未経験者
④回収数
　合計　 1,403票
　内訳　訪問経験者 1,043票
　　　　　訪問未経験者 360票

（３）現地ヒアリング調査

①調査方法
　　対面調査
②調査時期
　　令和７年８月15日から17日及び８月19日から20日
③調査場所・調査対象
　　JR亀有駅南口・柴又帝釈天前を訪れた16歳以上の男女
④回収数
　　合計 320票
　　内訳　JR亀有駅南口 124票
　　　　　　柴又帝釈天前 196票

（４）観光施設等アンケート調査

①調査方法
　　柴又観光案内所、寅さん記念館、山本亭、亀有観光案内所、こち亀記念館に設置した
　　WEBアンケート調査
②調査時期
　　令和７年８月27日から９月30日
③調査対象
　　（４）①を訪れた16歳以上の男女
④回収数
　　合計 125票
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２　訪日外国人観光客の来訪実態調査

（１）GPSデータを活用した調査

スマートフォンアプリの位置情報記録を活用した区内訪日外国人来訪者調査

（２）携帯電話基地局データを活用した調査

株式会社ドコモ・インサイトマーケティングが提供する「モバイル空間統計訪日外国人動態
（定量分析）」を用いて、令和６年４月と10月に区内を訪れた訪日外国人来訪者

（３）現地ヒアリング調査

①調査方法
　　対面調査
②調査時期
　　令和７年８月15日から17日及び８月19日から20日
③調査場所
　　JR亀有駅南口・柴又帝釈天前を訪れた16歳以上の男女
④回収数
　　合計　220票
　　内訳　ＪＲ亀有駅南口　83票
　　　　　　柴又帝釈天前　137票

（４）観光施設等アンケート調査

①調査方法
　　柴又観光案内所、寅さん記念館、山本亭、亀有観光案内所、こち亀記念館、
　　区内宿泊施設に設置したWEBアンケート調査
②調査時期
　　令和７年８月27日から９月30日
③調査対象
　　（４）①を訪れた16歳以上の男女
④回収数
　　合計 95票

３　事業者ヒアリング調査

①調査方法
　　対面調査又は書面調査
②調査時期
　　令和７年８月28日から10月31日
③調査対象
　　観光に携わっている区内外の民間事業者
④事業者数
　　合計18事業者
　　内訳　区内事業者　11
　　　　　　区外事業者　７
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令和８年度 総務委員会行政視察（案） 
 

１ 視察日程 

  令和８年５月１３日（水）～１５日（金） ２泊３日 

 

２ 視察先及び概要  

 

日程・視察地 視 察 項 目 

 

５/１３(水） 

(１日目) 

 

福岡県 

福岡市 

○行政運営プランについて 

 2025 年度（令和７年度）～2028 年度（令和10年度） 

 

【取組方針１】《スマート》迅速で便利なサービスへの転換 

【取組方針２】《ぬくもり》多様なニーズに寄り添うサービスの提供 

【取組方針３】《しなやか》変化に柔軟に適応する組織づくり 

 

５/１４(木) 

(２日目) 

 

福岡県 

北九州市 

○芸術・文化施策について 

 

・北九州市文化芸術推進プラン（Ｒ７～１１） 

基本理念 まちに彩りを。心に豊かさを。 

     多様な人を惹きつける文化共創都市 

・大手町練習場（現地視察） 

  音楽、演劇、バレエ、ダンス等の文化芸術活動を支援するため、 

練習の場、発表の場を提供 

 

５/１５(金) 

(３日目) 

 

福岡県 

北九州市 

〇商店街空き店舗の利活用事業について 

 

・商店街の空き店舗への出店支援（シャッターヒラクプロジェクト） 

・大きなシャッターヒラクプロジェクト 

・コミュニティ支援事業 

・店舗運営事業 

 


